


ی ᆅᇦ㡪ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉとは

のǈ؏ע、のᛢ᫆ᚐൿにӼけたѣをૅੲし؏ע、μなǒしのたǊにܤȷ࣎ܤൟのࡅ 

なƞǜがおʝいにңщし、ԗƔǒのңщǋࢽながǒዒዓしてܱでƖるؾをૢƑ、˂

ׇ˳ȷࠊထȷʮᣃࡅሁとのᡲઃȷңをႸਦすӕኵです。 

ʩ˄金のǄƔにǋݦᧉܼᢔǍǻȟȊȸሁのˤឥૅੲにǑƬてע؏のѣをૅƑていま

す。 

żȗȭǸǧǯȈǤȡȸǸŽ 

「⼦育て」に関する京都府からのお知らせ！ 
京都府では、⼦育て世代をはじめ、全ての⼈にとって暮らしやすい

「⼦育て環境⽇本⼀」を⽬指し、令和元年９⽉、「京都府⼦育て環境⽇
本⼀推進戦略」を策定しました。 

この戦略では、若い世代や⼦育て世代が住み続けたいと思える魅⼒的
なまちや、⼦どもが「社会の宝」として、地域や企業など社会全体で⾒
守り⽀えるあたたかい社会を⽬指し、４つの重点戦略を掲げ、取組を進
めていきます。 

各団体のみなさまにおかれましては、本交付⾦を活⽤いただき、地域
の課題解決に取り組んでいただきますよう、よろしくお願いします。 

  

˂ׇ˳ 
地域活動が広がった 地域でなくてはならない

つながりになった 

Ĭע؏ᛢ᫆のᚐൿにӼけてӕりኵǜでいる

けƲ、ᐯ分たƪƩけでは限မがƋるƶ。 

įע؏がƻとつのȁȸȠとなり、 

ᛢ᫆にǈǜなでӕりኵǊるᲛ 

ĭע؏ʩ᪪ȗȭǸǧǯȈをဇし、ʩ˄金

ƩけでなƘ、ݦᧉܼᢔǍǻȟȊȸӋь

ሁをᡫơて、ע؏ѣをႆޒƞƤǑƏ。 

Įٶಮなつながりがဃまれ、ע؏ѣが 

ȑȯȸǢȃȗƞれるǑ。 

この活動をもっと 
地域に広げたい！ 

ᐯ˟

ᘍ 

同じ⽬的だし 
⼀緒にやろう！ 

地域にたくさん仲間が増えた 

じゃあ地域みんなで 
⼀緒に活動しましょう！ 

地域みんなで課題に 
取り組めないかな？ 

そうか！

やってみよう！ 

こうすれば 
どうでしょう？ 

地域でこんな活動を 
しているのか！ 
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１ 交付金の概要

（１）地域交響プロジェクト交付金とは

京都府とπႩᝠ団ඥ人京都府市町村振興協会※１（以下、ž振興協会ſとᚕいます。）

は、地域ᅈ会のᜂᛢ᫆のᚐ決にӕりኵǉ地域活動が継続して実施できるよう、ԗの

協力がࢽられるؾをૢえることǍ、他団体・市町村・京都府等と関係性を構ሰする

ことをƀ地域交響プロジェクト交付金Ɓによりࣖੲします。 

（２）各プロǰȩムの交付対象経費と交付ྙ

ғ 分

交付対象経費 交 付 ྙ（交付額） 

備 ᎋ
下ᨂ額 上ᨂ額 

京都市域で 

事業実施 
京都市以外※２の地域で事業実施

京都府 京都府 振興協会 

ໜᛢ᫆対ࣖプロǰȩム

（ᛇኬ：５ページ）
15 万円以上

3�� 万円 

以内 

１Ჩ３以内 

（５᳸  

 1�� 万円）

１Ჩ３以内 

（５᳸  

 1�� 万円）

１Ჩ３以内 

（５᳸  

 1�� 万円）

人件費の一部も

対象となります

ؕႴ҄ࢍプロǰȩム

（ᛇኬ：Ჲページ）

ᡙ加

支ੲ

ȡȋ

ュー

団体運営力向上

プロǰȩム※３

（ᛇኬ：９ページ）

なし 

各プロǰȩム

に加えて 

3� 万円以内

１Ჩ３以内 

(᳸1� 万円) 

１Ჩ３以内 

(᳸1� 万円) 

１Ჩ３以内 

(᳸1� 万円) 

上記プロǰȩム

にᡙ加して申請

ӧᏡです 

※１振興協会は、府内市町村（京都市ᨊく。）のͤμな振興発ޒのため様ŷな事業を行っている団体です。  

※２京都市以外の地域で実施される事業には、京都府に加えて振興協会からも交付します。なƓ、府外で実

施される事業は、交付対象外です。 

※３ӷに申請されるໜᛢ᫆対ࣖプロǰȩム又はؕႴ҄ࢍプロǰȩムの交付対象経費が 3� 万円சの場

合は、そのプロǰȩムの交付対象経費の額が上ᨂとなります。 

Ũ 地域交響プロジェクト交付金では、上記の他に各ᆔプロǰȩムをᚨ定しています。 

各プロǰȩムのᛇኬについては、地域交響プロジェクト交付金ホームページ 

（https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html）をご覧ください。 

Ū Ҿ則として１団体当たり１事業のみが対象となります。 

Ū ܖᜤ経᬴者等で構成するž地域交響プロジェクト交付金ॖ見Ꭾӕ会ſを開͵するため、交付決

定には一定の᧓を要します（１Ჰページ参ༀ）。 交付決定の見通しについては、府のਃ

当者までƓբ合せください。また、振興協会分については、府の交付決定以ࢸに事Ѧϼྸされ

ます。 

Ū ݙ௹のኽௐ、事業要件をたしていないとЙૺされた事業については、交付できません。また、

本交付金は各プロǰȩムの予算のር内で支ੲを行うため、予算額を上ׅる申請があった場合

は、事業要件をたしていても交付額が申請よりถ額される場合があります。 交付金がない場

合もे定した事業計画のሊ定をƓᫍいします。なƓ、予算ཞඞによりᡙ加Ѫᨼを行う場合があ

ります。 

Ū Ǎ府の、他のᙀяСࡇǍۀᚠ事業等※４の対象となる事業には交付できません。ൟ᧓のя成С

にƓいて́用をᅠơている場合はこのᨂࡇとの́用はӧᏡですが、他СࡇǍ市町村のᙀяСࡇ

りではありませんので、ご注ॖください。 
※４市町村が申請ᆸ口となり、Ǎ府の予算がΪてられている場合もԃみます。 
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（３）ʩ˄対象ᎍ

 。ᛢ᫆のᚐൿにӕりኵǉ᩼փМׇ˳が対象です؏ע、ൟがɼ˳ႎにӋဒし˰؏ע

（᩼փМׇ˳の例） 

ȷ ȜȩȳȆǣǢǵȸǯȫ、021 法人、πႩᅈׇ法人、πႩᝠׇ法人 

ȷ עጂׇ˳（ᐯ˟ȷထ内˟、ᎊ人ǯȩȖ、ۡ人˟、܇Ʋǋ˟、ሁ） 

ȷ πσႎׇ˳（ՠ˟、ՠ˟ᜭ、ᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟、ᚇήң˟ሁ） なƲ 

なお、法人をஊするׇ˳の᩼փМࣱについては、定ഘሁにǑり以下のᙲ件を確ᛐし

ます。 

Ĭ ˷й金の分ᣐをᘍǘないƜと

ĭ ᚐしたとƖは、സ˷ᝠငをȷע方πσׇ˳Ǎɟ定のπႩႎなׇ˳にពɨする

Ɯとを定ǊているƜと

また、以下のǑƏなׇ˳は、ʩ˄対象ᎍとなりまƤǜ。 

Ĭ ཎ定の、ܪ、࣬ेሁの୍ӏをႸႎとしたׇ˳

ĭ ཎ定のπᎰᎍ（ͅᙀᎍをԃǉ。）Ӎはηをਖ਼ᕟし、ૅਤし、ӍはӒ対するƜと

をႸႎとするׇ˳

Į ୧щׇのወС下にƋるׇ˳Ǎ୧щׇՃをನՃにԃǉׇ˳

（Ხ）対象᧓

ˋԧᲯ࠰Ხஉ１ଐ᳸ˋԧᲰ３࠰உ �1 ଐの᧓にბし、ܦʕするʙಅ（ૅいをԃǉ。）

が対象です。申請ଐのЭにܦʕしているʙಅは、対象とはなりまƤǜ。 

．ʩ˄ൿ定をӖけるЭにʙಅにბしてǋǑいですƔ。

．ʩ˄ൿ定後のʙಅბがҾЩですが、žʙЭბފſの੩ЈがƋればბはӧᏡです。

ʙЭბފは、� உ 1 ଐ以ᨀのଐ˄となりますのでƝ注ॖƘƩƞい。また、ʙЭბފを

੩Јƞれてǋʩ˄を̬ᚰするǋのではƋりまƤǜ。 

．ʙಅܦʕでƖないӧᏡࣱがဃơたとƖは、ᡮǍƔにࡅのᆸӝまでƝᡲዂƘƩƞい。 

ʩ˄対象経費はࡇ࠰ҥˮでғЏǒれるたǊ、ࡇ࠰内にܦʕしていないʙಅにはʩ˄でƖま

Ƥǜ。ʙಅのɟᢿをܦʕでƖない場合は、ʙಅ٭১ᛐ申請書の੩Ј、μてのʙಅをܦʕ

でƖない場合は、ɶഥ（ࡑഥ）১ᛐ申請書の੩Јが࣏ᙲです。なお、申請ಮࡸはʩ˄ൿ定

後にక内します。 

．ࡇ࠰（� உ �1 ଐ）までにʙಅがܦʕでƖないᙸᡂǈですが、ʩ˄をӖけるƜとはで

ƖますƔ。

１ 交付金の概要

（１）地域交響プロジェクト交付金とは

京都府とπႩᝠ団ඥ人京都府市町村振興協会※１（以下、ž振興協会ſとᚕいます。）

は、地域ᅈ会のᜂᛢ᫆のᚐ決にӕりኵǉ地域活動が継続して実施できるよう、ԗの

協力がࢽられるؾをૢえることǍ、他団体・市町村・京都府等と関係性を構ሰする

ことをƀ地域交響プロジェクト交付金Ɓによりࣖੲします。 

（２）各プロǰȩムの交付対象経費と交付ྙ

ғ 分

交付対象経費 交 付 ྙ（交付額） 

備 ᎋ
下ᨂ額 上ᨂ額 

京都市域で 

事業実施 
京都市以外※２の地域で事業実施

京都府 京都府 振興協会 

ໜᛢ᫆対ࣖプロǰȩム

（ᛇኬ：５ページ）
15 万円以上

3�� 万円 

以内 

１Ჩ３以内 

（５᳸  

 1�� 万円）

１Ჩ３以内 

（５᳸  

 1�� 万円）

１Ჩ３以内 

（５᳸  

 1�� 万円）

人件費の一部も

対象となります

ؕႴ҄ࢍプロǰȩム

（ᛇኬ：Ჲページ）

ᡙ加

支ੲ

ȡȋ

ュー

団体運営力向上

プロǰȩム※３

（ᛇኬ：９ページ）

なし 

各プロǰȩム

に加えて 

3� 万円以内

１Ჩ３以内 

(᳸1� 万円) 

１Ჩ３以内 

(᳸1� 万円) 

１Ჩ３以内 

(᳸1� 万円) 

上記プロǰȩム

にᡙ加して申請

ӧᏡです 

※１振興協会は、府内市町村（京都市ᨊく。）のͤμな振興発ޒのため様ŷな事業を行っている団体です。  

※２京都市以外の地域で実施される事業には、京都府に加えて振興協会からも交付します。なƓ、府外で実

施される事業は、交付対象外です。 

※３ӷに申請されるໜᛢ᫆対ࣖプロǰȩム又はؕႴ҄ࢍプロǰȩムの交付対象経費が 3� 万円சの場

合は、そのプロǰȩムの交付対象経費の額が上ᨂとなります。 

Ũ 地域交響プロジェクト交付金では、上記の他に各ᆔプロǰȩムをᚨ定しています。 

各プロǰȩムのᛇኬについては、地域交響プロジェクト交付金ホームページ 

（https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html）をご覧ください。 

Ū Ҿ則として１団体当たり１事業のみが対象となります。 

Ū ܖᜤ経᬴者等で構成するž地域交響プロジェクト交付金ॖ見Ꭾӕ会ſを開͵するため、交付決

定には一定の᧓を要します（１Ჰページ参ༀ）。 交付決定の見通しについては、府のਃ

当者までƓբ合せください。また、振興協会分については、府の交付決定以ࢸに事Ѧϼྸされ

ます。 

Ū ݙ௹のኽௐ、事業要件をたしていないとЙૺされた事業については、交付できません。また、

本交付金は各プロǰȩムの予算のር内で支ੲを行うため、予算額を上ׅる申請があった場合

は、事業要件をたしていても交付額が申請よりถ額される場合があります。 交付金がない場

合もे定した事業計画のሊ定をƓᫍいします。なƓ、予算ཞඞによりᡙ加Ѫᨼを行う場合があ

ります。 

Ū Ǎ府の、他のᙀяСࡇǍۀᚠ事業等※４の対象となる事業には交付できません。ൟ᧓のя成С

にƓいて́用をᅠơている場合はこのᨂࡇとの́用はӧᏡですが、他СࡇǍ市町村のᙀяСࡇ

りではありませんので、ご注ॖください。 
※４市町村が申請ᆸ口となり、Ǎ府の予算がΪてられている場合もԃみます。 
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（Ჯ）ӲȗȭǰȩȠのಒᙲ

ໜᛢ᫆対ࣖȗȭǰȩȠ

Ĭ ໜᛢ᫆対ࣖȗȭǰȩȠとは

ཎにע؏のૅƑが࣏ᙲと࣬ǘれるໜᛢ᫆（܇Ꮛて、ᙲᣐॾᎍૅੲ、᧸、ٶ૨҄σ

ဃ、ᆆ˰̟ᡶ、ңᏋ）のᚐൿをるたǊ、ࠊထȷʮᣃࡅሁとのᡲઃȷң᧙̞の

ನሰをႸਦすѣをૅੲします。Ɯれǒのᛢ᫆ᚐൿには、ע؏のɶでのଐࠝႎ、ዒዓႎ

なૅƑ合いがɧӧഎです。ƦのたǊ、ע؏におけるᛢ᫆ᚐൿのਃいとなり、ᧈႎに

ᛢ᫆ᚐൿにӕりኵǉׇ˳が࣏ᙲとなります。 

ĭ 対象ʙಅ

ໜᛢ᫆対ࣖȗȭǰȩȠでは、Ɯれǒの分について、Ӳׇ˳がݩஹႎにע؏ᛢ᫆ᚐ

ൿのɶఋႎなਃいとなるƜとをႸとしてӕりኵǉʙಅをૅੲします（ʙಅǤȡȸǸ

はഏȚȸǸ）。ƦのたǊ、ஜȗȭǰȩȠで対象となるʙಅは、ᙐૠࡇ࠰にǘたりዒዓႎ

にܱƞれるƜとをؕஜとしています。 

Į 対象経費

ʙಅܱにᙲするෞ᎔品費Ǎ˟場費なƲの諸経費にьƑ、ʙಅの˖ဒӏƼᛦૢȷᢃփ

のたǊに࣏ᙲな人件費が対象となります。Ʀの˂の対象経費のᛇኬは、（Ჱ）対象経費

（11 ȚȸǸ᳸）をƝ確ᛐƘƩƞい。 

į ȑȸȈȊȸǷȃȗȷȟȸȆǣȳǰǁのӋьについて

ஜȗȭǰȩȠの৸ׇ˳は、ᛢ᫆分Кとע؏Кに分けて͵しているƀȑȸȈȊȸ

ǷȃȗȷȟȸȆǣȳǰ（ᛇኬはᲱȚȸǸ）ƁにӋьしていたƩƖます。

ȑȸȈȊȸǷȃȗȷȟȸȆǣȳǰは、࠰にᙐૠׅ͵するʖ定です。 

İ ஜȗȭǰȩȠဇׇ˳のݩஹ

ஜȗȭǰȩȠのဇׇ˳には、ಒƶ３࠰をႸܤとしてᐯᇌႎなᢃփをႸਦしてӕりኵ

ǜでいたƩƘととǋに、ʩ˄金にǑるૅੲኳʕ後ǋࠊထǍʮᣃࡅሁとңщしᛢ᫆ᚐൿ

にӕりኵǉȑȸȈȊȸとして、ࡽƖዓƖƦれƧれのʙಅにዒዓȷႆޒႎにӕりኵǜでい

たƩƘƜとをे定しています。 

ı ˤឥૅੲ˄ǹǿȸȈǢȃȗૅੲȗȭǰȩȠ

ૼたにׇ˳をᇌƪ上ƛ、ໜᛢ᫆対ࣖȗȭǰȩȠにᛆ࢘するѣをڼǊǑƏとする方

にӼけて、ׇ˳のᇌƪ上ƛǍѣのᡶǊ方なƲについて、ݦᧉܼにǑるǵȝȸȈをӖけ

ながǒӕりኵǜでいたƩƘȗȭǰȩȠをˋԧᲮࡇ࠰にૼᚨしました。 

èˤឥૅੲ˄ǹǿȸȈǢȃȗૅੲȗȭǰȩȠは˂のȗȭǰȩȠとの́ဇはでƖまƤǜ。 

ᛇኬについては、țȸȠȚȸǸをƝᚁƘƩƞい。 

țȸȠȚȸǸᲴJVVRU�//YYY�RTGH�M[QVQ�LR/EJKKMKMQM[Q/UVCTV�WR�JVON
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ཎにע؏のૅƑが࣏ᙲと࣬ǘれるໜᛢ᫆分ሁは、以下のとおりです。ܱʙಅがໜᛢ᫆対

ࣖȗȭǰȩȠにᛆ࢘するƔɧଢな場合は、おൢ᠉にƝႻᛩƘƩƞい。

èžʼᜱʖ᧸、ᙸܣりȷဃૅੲ、ƻƖƜǋりſの分は、ˋԧᲮࡇ࠰Ɣǒžᙲᣐॾᎍૅੲſǁとࡽ

Ɩዒがれました。 

žңᏋſ分のѪᨼについて

021 Ǎ 26# ሁのע؏ׇ˳がע؏の˰ൟǍׇ˳ሁとᡲઃȷңしてɼ˳ႎにᘍƏ、ע؏の܇Ʋǋ

を対象としたܖƼの場ƮƘりǍ˳᬴ѣなƲを対象とするžңᏋſ分に̞るʙಅについては

 。Ճ˟（ᅈ˟Ꮛᛢ）において、ஜѪᨼᙲ᪸とはКにѪᨼをᘍいますۀᏋࡅ

ᛇኬについては、Ꮛ࠻țȸȠȚȸǸをƝᚁƘƩƞい。 

țȸȠȚȸǸᲴJVVRU�//YYY�M[QVQ�DG�PG�LR/M[QVQ�DG/M[QFQM[QKMW�JVON  

（բ合ƤέᲴࡅᏋ࠻ਦݰᢿᅈ˟Ꮛᛢ  6'. �����1�����Ხ） 

分  対象となるʙಅ内ܾ ʙ ಅ 例 ஹႎなʙಅǤȡȸǸݩ

Ꮛて܇

Ʋǋを対܇ᏋてɶのᚃǍ܇

象とした܇Ꮛてؾଐஜɟ

にӼけたӕኵ

（žңᏋſ分にᛆ࢘

するǋのをᨊƘ） 
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ƻǖば 

ȷ܇ᏋてႻᛩ˟ 

ᚃ܇を対象とした܇Ꮛてƻ

ǖばǍ܇ᏋてのႻᛩ˟なƲ

を定ႎにዒዓしてܱ 

ᙲ ᣐ ॾ

ᎍૅੲè

᭗ᱫᎍǍᨦܹᎍ、ƻƖƜǋ

りཞ७にƋる方なƲע؏ׇ

˳ሁにǑるžσяſが࣏ᙲ

な方を対象としたૅੲのӕ

ኵ 

ȷݦᧉܼにǑるႻᛩ˟ǍѠ

 ˟ࢍ

ȷʼᜱʖ᧸をႸႎとしたᨼ
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ᙲな࣏においてૅੲが؏ע
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᧸ 

ൟを対象としたܹ˰؏ע

ƔǒのᡜƛれǼȭにӼけ

たӕኵ 

ȷᢤᩊᘍѣ計ဒ（ǿǤȠȩ

Ǥȳ、̾Кᢤᩊ計ဒሁ）

˺のȯȸǯǷȧȃȗ 
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ᆆ ˰
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ໜᛢ᫆対ࣖȗȭǰȩȠのᛢ᫆分と対象ʙಅሁ
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ؕႴ҄ࢍȗȭǰȩȠ

Ĭ ؕႴ҄ࢍȗȭǰȩȠとは

の˰ൟǍ˂ׇ˳Ɣǒᅈ˟の諸ᛢ᫆のᚐൿをႸਦすѣをૅੲするととǋに、ԗ؏ע

のңщをࢽながǒѣをዒዓしてܱでƖるǑƏ、ѣに࣏ᙲな金確̬Ǎңщᎍの᧙

̞ನሰሁのؾをૢƑるたǊのೞ˟੩̓なƲǋ́Ƥてܱします。φ˳ႎには、ʩ˄金

と́Ƥて、ע؏との᧙̞ƮƘりに᧙するݦᧉܼのᢔǍǻȟȊȸ͵なƲのˤឥૅੲȡ

ȋȥȸ（ᙲКᡦ申請）をᆢಊႎにဇいたƩƘƜとをे定しています。 

ĭ 対象ʙಅ

ؕႴ҄ࢍȗȭǰȩȠでは、ע؏のᛢ᫆ᚐൿのたǊに、ע؏にǒすǈなƞǜがᐯɼႎ

なңщのǋとにӕりኵǉʙಅのƏƪ、ᐯᇌႎなʙಅᢃփをႸਦすǋのをૅੲします。

ໜᛢ᫆としてਫ਼ƛるᲰ分に限定ƞれない、ע؏ᛢ᫆μᑍが対象になります。 

Į 対象経費

ʙಅܱにᙲする経費がૅੲの対象となりますが、ໜᛢ᫆対ࣖȗȭǰȩȠとီなり、

人件費は対象外です。Ʀの˂の対象経費のᛇኬは、（Ჱ）対象経費（11 ȚȸǸ᳸）を
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ᘍいます。Ⴛᛩ内ܾにࣖơて、ȕǡȳȉȬǤǶȸ、ɶݱ˖ಅᚮૺٟ、ȇǶǤ 

Ȋȸ、έᬝႎѣܱោᎍなƲをᢔします。 

 。ᧉܼのᛇኬについては、ஜʙಅțȸȠȚȸǸをƝᚁƘƩƞいݦ

ᢔׅૠは、１ȆȸȞにつƖஇٻᲯׅまで、１ׅ２᧓ᆉࡇです。 

Ū021ȷע؏ѣǹȆȃȗǢȃȗᜒࡈ（Ჴ᧙̞ƮƘりǻȟȊȸ）
 ᛢ᫆のᚐൿにӕりኵǉׇ˳のಮŷなᛢ᫆ǍȋȸǺにࣖƑるǪȳȩǤȳ؏ע

ǻȟȊȸを࠰にૠׅ͵します。金ᛦᢋǍإ࠼、人確̬なƲ、ׇ˳のǹ 

ȆȃȗǢȃȗにࢫᇌつ内ܾを、ᜒࠖととǋにܖǜでいƖます。ǢȸǫǤȖᣐ 

̮ǋƋり、ᣃ合のᑣい᧓Ǎ場でჷᜤを៲につけるƜとがでƖます。 

Ūܖဃgע؏つながるசஹȗȭǸǧǯȈ
ૼたなע؏ѣのਃいをоЈするたǊ、πѪにǑりዻƞれたܖٻဃȁ 

ȸȠに、ע؏ᛢ᫆のᚐൿにӕりኵǉׇ˳のѣにӋьしてǋǒいます。ܖဃ 
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しƘЈ˟Ə人とңщしてѣするȎǦȏǦのӕࢽなƲがࢳでƖます。 

*2

*2 

*2 

ʩ᪪ȗȭǸǧǯȈのˤឥૅੲȡȋȥȸについて؏ע
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（ᡙ加支ੲȡȋュー）団体運営力向上プロǰȩム

団体の資ឋǍ運営力向上のため、以下のӕኵに要する経費について、各プロǰȩムに加

えて１Ც万円を交付額の上ᨂ（京都市以外の地域で事業を実施する場合、京都府に加えて

振興協会からӷ額を上ᨂ）として支ੲします。 

ғ 分

交付対象経費 交 付 ྙ（交付額） 

備 ᎋ
下ᨂ額 上ᨂ額※

京都市域で 

事業実施 
京都市以外の地域で事業実施 

京都府 京都府 振興協会 

ᡙ加

支ੲ

ȡȋ

ュー

団体運営力向上

プロǰȩム
なし 

各プロǰȩム

に加えて 

3� 万円以内

１Ჩ３以内 

(᳸1� 万円)

１Ჩ３以内 

(᳸1� 万円)

１Ჩ３以内 

（᳸1� 万円）

各プロǰȩム

にᡙ加して申請

ӧᏡです 

※ӷに申請されるໜᛢ᫆対ࣖプロǰȩム又はؕႴ҄ࢍプロǰȩムの交付対象経費が 3� 万円ச

の場合は、ӷ申請のプロǰȩムの交付対象経費が上ᨂ額となります。

Ƃ対象となるӕኵƃ 

Ĭ 各ᆔя成金申請Ǎ資金ᛦᢋに関するݦᧉܼ等からのਦݰ

ĭ 団体の̮用力向上のためのӕኵ（̊：団体ऴإのπ開Ჶホームページ作成、

ώ܇作成Ჸ、活動内ܾの発表会Ჶإԓ会Ჸの開͵、第ɤ者ೞ関が実施するᅈ

会ႎ認ᚰのӕࢽǍኵጢᚸ̖）

Į 団体運営に関するܖ፼会の開͵（̊：資金ྒࢽ、人Ꮛ成、事業のǪンȩǤ

ン҄等）

į 活動実施に必要な২Ꮱ፼ࢽ活動（ただし、̾人資のӖ᬴費用をᨊく。）

İ 団体構成員のѪᨼ活動

ū 団体運営力向上プロǰȩムは、ໜᛢ᫆対ࣖプロǰȩム及びؕႴ҄ࢍプロǰȩムのᡙ

加支ੲとなりますので、本プロǰȩムҥでの申請はできません。 

ū 団体運営力向上プロǰȩムの交付申請をする場合は、ž団体運営力向上活動計画書

（別紙１－５）（４3 ページ）ſの提出が必要です。 

ū 交付額の算定については、ໜᛢ᫆対ࣖプロǰȩム又はؕႴ҄ࢍプロǰȩムに要する

経費と団体運営力向上プロǰȩムに要する経費から、それƧれ別ŷに交付額を算定

（Ҙ円சЏਾ）し、それらを合算した額を交付額とします。実ጚإԓに事業費が

加することがあっても、それƧれの当Иの交付決定額を超えて交付することはできف

ません。 

（Ჰ）事業要件

交付金の交付をӖƚるには、以下の事業要件をμてたす必要があります。

要   件 対象とならない事業̊ 

地域ᛢ᫆との

関ᡲ性 

Š事業内ܾが地域ᛢ᫆のᚐ決に資するもの

であり、地域ᛢ᫆Ǎૼたにо出したい地

域̖͌がଢ確にされていること 

Š地域のᛢ᫆Ǎ̖͌が、実ऴǍ˰ൟȋーǺ

にؕƮいたものであること 

・地域のᛢ᫆が、実ऴǍ˰ൟȋーǺか

らかƚᩉれている事業 

・事業実施によるјௐが、一部の˰ൟ

Ǎ団体にᨂられている事業 

・地域ᛢ᫆とそのᚐ決手ඥに関ᡲ性が

認められない事業（ҥなるǤșント

Ǎཋငޒの開͵が目ႎの事業なƲ） 

地域˰ൟの 

参画 

Š地域˰ൟによりᐯɼႎ・ɼ体ႎに行ǘ

れ、団体構成員以外の˰ൟもᐯဌに参画

できる事業であること 

・実施内ܾのٻҞをǤșント会ᅈ等に

外注する事業 

・9eDǵǤトのਫ਼ᅆெǍ505を通ơた

૨ᇘによるॖ見交੭なƲ、対象をᨂ

定せずǤンǿーȍット上のみで実施

する事業で、地域˰ൟの交්Ǎ参画

を̟ᡶすると認められない事業 

持続性 

Š地域のž人と人とのつながりſをࢍめ、

活動協力者をفǍすことにより、事業を

一過性にኳǘらせないӕኵを行っている

こと 

・事業収入の確̬なƲ、ࢸ年ࡇへの継

続をᎋॾしていないҥ発ႎな事業

（ᛢ᫆がᚐ決された場合をᨊく。） 

πσ性 

Š事業のјௐが࠼く˰ൟに及ƿものである

こと 

Šπദな会計運営にؕƮき事業を行ってい

ること 

・ཎ定のឯԛを持つ˰ൟなƲにјௐが

ᨂ定される事業 

・実施内ܾに対し、過ٻと認められる

支出がԃまれている事業 

発ޒ性 

Šこれまでのӕኵの経᬴を៊まえ、事業の

ᐯᇌႎな運営Ǎ地域ᛢ᫆ᚐ決等のјௐਘ

Ǎ改ծを行っていپのために必要なٻ

ること 

・ᐯら行う事業の౨ᚰǍݦᧉܼによる

яᚕ等にؕƮく改ծ・پがないま

ま継続ႎに実施する事業 

実ྵ性 

Š事業計画がφ体ႎにᅆされてƓり、それ

が収支予算書Ǎ支出予算内訳表にӒପさ

れていること 

ŠᡲઃǍ協が見ᡂまれ、かつ実ྵӧᏡな

内ܾとなっていること 

・事業のᛇኬが、申請書等によりଢら

かでない事業 

・関係団体Ǎ地域˰ൟとのᛦૢがҗ分

ではない事業 
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れていること 

ŠᡲઃǍ協が見ᡂまれ、かつ実ྵӧᏡな

内ܾとなっていること 

・事業のᛇኬが、申請書等によりଢら

かでない事業 

・関係団体Ǎ地域˰ൟとのᛦૢがҗ分

ではない事業 
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（Ჱ）対象経費

対象となる経費は、ഏのႸをμてたすǋのです。 

Ĭ ʩ˄ൿ定したʙಅをܱするたǊにႺ࣏ᙲとなるǋの
è ʙಅでႺဇしないǋのǍʙಅのたǊでƋƬてǋ申請内ܾにないૅЈは対象外 

è ʻ̅ࡇ࠰ဇしたཋ品のᙀΪǍ፻ࡇ࠰に̅ဇするたǊのཋ品購入は対象外 

ĭ 対象᧓（ˋԧᲯ࠰Ხஉ１ଐ᳸ˋԧᲰ３࠰உ３１ଐ）内Ɣつʙಅܱ᧓（ʩ˄ൿ

定ଐӍはʙЭბଐܱ᳸ጚإԓ書記載ଐ）内にૅがƋるǋの

Į ᙲ件をたした᪸ӓ書ሁにǑり金᥉のӖを確ᛐするƜとがでƖるǋの

è ᛇኬは、᪸ӓ書ሁのӕৢい（１ᲲȚȸǸ）を確ᛐしてƘƩƞい。

į 以下にᛆ࢘しないǋの

  

 Ⴘ 対象経費（例） 対象外経費（例） 

ᜓ



Ũ ݦᧉࣱをஊするʙಅңщᎍǁの謝ᅇ（１Ӹ࢘たり） 

  

 ׇ˳ನՃ以外（外ᢿңщᎍ）ǁૅƏ場合 

ȷᐮႎなʙಅңщに対する謝ᅇ 

（èҥ̖上限Ჴ１᧓࢘たり１ɢό、１ଐ࢘たりᲯɢό）

例Ჴᜒ˟ᜒࠖǍǤșȳȈႇّᎍ 

ஊᎍにǑるǤșȳȈのʐ࠷δɟ᪳Ɣり 

ᡫ࠰ʙಅのƏƪ、１ׅのǈ̔᫂するᄂ̲˟ᜒࠖ ሁ

  

ȷᡫ࠰ʙಅにおいて࠰᧓をᡫしたʙಅңщに対する謝ᅇ

（èҥ̖上限Ჴ１᧓࢘たり１ɢό、１உ࢘たりᲯɢό）

例Ჴஉ１ׅܱするʼᜱʖ᧸のたǊのͤࡍ˳દਦݰՃ

 ሁ

 ׇ˳ನՃǁૅƏ場合 

ȷᐮႎなʙಅңщに対する謝ᅇ 

（èҥ̖上限Ჴ１᧓࢘たり１ɢό、１ଐ࢘たりᲯɢό）

 è１Ӹ࢘たりの上限額は、ʙಅ対象᧓ɶᲯɢό以内 

èᡫ࠰ʙಅにおけるׇ˳ನՃに対する謝金は対象外 

  

Ũ ݦᧉࣱをஊƞないʙಅңщᎍに対

する謝金 

Ũ ྵ金以外のཋ品（例Ჴᓑ܇、金

У）なƲにǑる謝ᅇ 

Ũ 上限額を超過した謝金 

Ũ謝金の上限額については、 
対象経費の１Ჩ３以内è

è上限額の計算方法については、 
�� ȚȸǸをӋༀƘƩƞい。 

ȷʙಅ内ܾに対して、過ࡇに᭗額な経費 

ȷ経ࠝႎなׇ˳ᢃփにᙲする経費（ܼ、உಊᬟ場ˊ、ʙѦሁのή༏൦費、ᩓ

ᛅȷȍȃȈׅዴなƲ経ࠝႎにƔƔるᡫ̮費、ྸʙ˟Ǎ定例˟のたǊの˟場費なƲ） 

ȷ̾人ዅ˄にᛆ࢘するӍはするǋの（記ࣞ品、ច品（ȎșȫȆǣ）、ȯȸǯǷȧȃ

ȗなƲでС˺しਤƪ࠙る˺品の૰費なƲ） 

ȷ品μᑍ（おᒧ、൦なƲの૰൦をԃǉ） 

ȷᅽᆋπᛢ（ෞ費ᆋをᨊƘ） 

ȷ̾人Ǎׇ˳がஊするငの̖͌をفьƞƤるǋの（ཋのો̲費ဇなƲ） 

ȷဇעӕࢽ費ȷᙀΝ費 

ȷ対象ʙಅ以外の経費（ʩ˄金申請ȷႻᛩに̞る費ဇなƲ） 
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 Ⴘ 対象経費（例） 対象外経費（例）

ʴ

ˑ

費

ᶝ

ໜ
ᛢ
᫆
ݣ
ࣖ

ȗ
ȭ
ǰ
ȩ
Ƞ
Ʒ
ǈ
ᶞ

Ũ ʙಅᢃփに̞るᛦૢဇѦǍ書˺なƲのʙѦ˺ಅに

対するѮіの対̖（إᣛ） 

（èҥ̖上限Ჴ１ଐ࢘たり１ɢό） 

èѣ１ଐ࢘たり１Ӹ分のǈ対象 

ȷ対象とする人件費の上限額を以下のとおり、Ӳ分に

ᚨ定します。 

ȷ人件費を対象とする場合は、ଐإሁのʙಅࢼʙを確ᛐ

するƜとがでƖる書の੩Јが࣏ᙲです。 

èؕႴ҄ࢍȗȭǰȩȠでは対象にでƖ

まƤǜ。 



費

Ũ ʙಅңщᎍ（外ᢿᜒࠖሁ）に̞るʩᡫ費Ǎܿජ費 

èܿජ費はʙಅܱにɧӧഎな場合のǈ対象 

Ũ ʙಅܱにˤƏǹǿȃȕ旅費 

Ũ ȑȸȈȊȸǷȃȗȷȟȸȆǣȳǰӋьにˤƏ旅費 

Ũ ǹǿȃȕ以外のʙಅӋьᎍの旅費 

Ũ ǰȪȸȳ૰金 

Ũ 過ࡇに᭗額なǋのǍ、ʙˊとの

Џり分けがでƖないܿජ費 

Ũ 合ྸႎなྸဌのない、இჺȫȸȈ

以外での旅費 

Ũ 合ྸႎなྸဌなƘМဇした、ǿǯ

ǷȸǍᐯܼဇの旅費 

Ũ（ෙ外ƔǒᜒࠖをਔᎣする場合） 

ෙ外Ɣǒ内までのบᑋ費 

Ũ ᙻݑǍέᡶʙ例ᛦ௹ሁに᧙する旅

費 

Ũ ʮᣃࡅ外ǁの旅費 

Ũ ʩ˄金申請ǍႻᛩのたǊの旅費 

ᜂ

費

Ũ ʙಅܱに࣏ᙲなෞ᎔品費Ǎ૰費で、ӕࢽҥ̖がᲯ

ɢόச（ᆋᡂ）のǋの 

ȷ૨φǍᡯኡなƲのȯȸǯǷȧȃȗ૰費 なƲ 

Ũ ೞǍɲሁのȬȳǿȫˊ（たƩし、ǪȚȬȸǷȧȳ

費ဇは外注費） 

Ũ ʙಅܱ˟場Ǎᚨ備の̅ဇ૰ 

Ũ ʙಅక内ဇȁȩǷሁҮТ費 

Ũ ʙಅܱのたǊのˎᚨ˟場のή༏൦費Ǎ༓૰費 

Ũ ᜒࠖとのᡲዂᛦૢǍӋьᎍѪᨼのたǊのᣁ̝૰ 

Ũ 金ᗡೞ᧙のਰᡂૠ૰ 

Ũ ʙಅܱに࣏ᙲな金をǯȩǦȉȕǡȳȇǣȳǰにǑ

りᛦᢋする場合のǯȩǦȉȕǡȳȇǣȳǰМဇૠ૰ 

Ũ ȜȩȳȆǣǢ̬ᨖ૰ 

Ũ ʙಅのǪȳȩǤȳ҄に࣏ᙲなೞ֥購入費（ӕࢽҥ̖が

Ჯɢό以上のཋ品は備品購入費となります。）ǍǽȕȈ

̅ဇ૰ 

Ũ ᝤ٥ဇཋ品の購入費Ǎ૰費（ᚾ

˺品のᙌ˺にᙲする場合をᨊƘ。） 

Ũ ഏࡇ࠰のたǊの備ᔛဇཋ品（例Ჴ

ȗȪȳǿǤȳǯǍဇኡなƲ） 

Ũ 書ǫȸȉなƲの金У 

Ũ ׇ˳ҮǍӸХの˺費 

Ũ ȬǹȈȩȳǍտᒧࡃでの合Ƥな

Ʋで費とЏり分けでƖない˟場ˊ 

Ũ ̾人ዅ˄にするǋの（例Ჴȯȸ

ǯǷȧȃȗሁでӋьᎍ̾人がਤƪ࠙

る˺˺品ሁの૰費） 

Ũ 品μᑍ 

ҥ̖上限Ჴπσʩᡫೞ᧙Мဇのܱ費Ⴛ࢘額 
ዮ額上限Ჴׇ˳ನՃについては 1� ɢό 
è ҾЩ、πσʩᡫೞ᧙をМဇしてƘƩƞい。 

＜上限額＞（࠰᧓をᡫơてܱする場合） 
��Ꮛて、ᙲᣐॾᎍૅੲȷȷ܇ ɢό 
᧸ȷȷȷȷȷȷȷȷȷȷ12 ɢό 
�૨҄σဃȷȷȷȷȷȷȷ2ٶ ɢό 
ᆆ˰̟ᡶȷȷȷȷȷȷȷȷ2� ɢό  
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＜謝金ӏƼ人件費をૅƏ場合のသॖໜ＞ 

ȷׇ˳ನՃƔԁƔは、申請に੩ЈいたƩƘžׇ˳ನՃɟᚁᘙſの記載内ܾにǑり確

ᛐします。 

ȷᨽဇ᧙̞がƋる場合は、і᧓のС限Ǎі̬ᨖǁのь入なƲ、іؕแ法ሁの法ࢷ

にؕƮƖ、ᢘЏなіѦሥྸにѐǊてƘƩƞい。 

  

 Ⴘ 対象経費（例） 対象外経費（例）

外

注

費

Ź ʙಅܱに᧙し、̾人Ӎはಅᎍにႆ注してᘍƏಅѦに

̞る費ဇ 

ȷȁȩǷ、ώ܇、ȭǴሁのȇǶǤȳ˺ሁ 

ȷʙಅにƔƔるțȸȠȚȸǸの˺Ǎૼ費ဇ 

ȷϙჇǍѣဒのજࢨ、ዻᨼ、&8& ሁ˺ 

ȷ࠼ԓ費ဇ（ȡȇǣǢਫ਼載૰、ૼᎥ৵ᡂሁ） 

ȷȬȳǿȫೞሁのǪȚȬȸǷȧȳ費ဇ 

ȷᚾ˺品Ǎᘘᘺ、Ⴣெሁの˺費ဇ 

ȷπ、Ј૰、ؓᇿ૰（̾人ǁの謝金はᨊƘ。） 

ȷ˟場ᚨփǍ˟場ᜩ備、Ǵȟのϼ分費 

ȷǤșȳȈܱሁにˤƏᐮႎなᩓᚨʙ なƲ 

è １件࢘たりᲯɢό以上（ᆋᡂ）の場合は、ᙐૠのʙಅ

ᎍƔǒのᙸᆢ書にǑり金額のࣱ࢘ڲをЙૺするƜとがで

Ɩるǋのに限ります。 

Ũ ׇ˳țȸȠȚȸǸのሥྸᢃփ費ဇ 

Ũ ʙಅの˖ဒȷᢃփのۀᚠ૰ 

Ũ ሰཋ（ˎᚨをԃǉ。）のᚨፗ

Ǎ、̲ጣ、ોሰʙ費ဇ 

Ũ ǨǢǳȳሁ、עםǍཋに˄࠘す

るᚨ備をᚨፗする費ဇǍ̲ጣ費ဇ 

Ź ᙐૠのʙಅᎍƔǒのᙸᆢ書の੩Ј

がないǋの 

備
品
購
入
費

Ũ ӕࢽҥ̖Ჯɢό以上（ᆋᡂ）のཋ品で、ᙐૠのʙಅᎍ

Ɣǒのᙸᆢ書にǑり金額のࣱ࢘ڲをЙૺするƜとがでƖ

るǋの 

Ź ᙐૠのʙಅᎍƔǒのᙸᆢ書の੩Ј

がないǋの 

Ũ ׇ˳の経ࠝႎなᢃփにМဇするཋ

品（例ᲴȆȬȓ、ȑǽǳȳ、ȗȪȳ

ǿ、ǫȡȩሁ） 

Ũ ᐯѣ 

Ũ ȬȳǿȫにǑりʙಅܱӧᏡなཋ

品（例ᲴȆȳȈ、᪦᪪ೞ） 

上限額Ჴ対象経費の１Ჩ２以内 
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．人件費をʩ˄金の対象経費とする場合は、対象ᎍの൞Ӹ、ಅѦଐ、ಅѦ内ܾሁが記ƞ

れたଐإを˺し、対象ᎍがᛆ࢘する人件費をӖ᪸したƜとをᚰするፙӸӍはҮをࣉし、

੩ЈしてƘƩƞい。ӋᎋಮࡸをࡅțȸȠȚȸǸにਫ਼載していますので、ƝဇƘƩƞい。 

ಅѦଐإの例 

．Ȭȳǿǫȸを̅ဇしたᨥにዅしたǬǽȪȳˊはʩ˄金の対象になりますƔ。

．Ȭȳǿǫȸの̅ဇ᧓とǬǽȪȳˊの᪸ӓ書のଐ˄がɟᐲするሁ、ʩ˄申請ʙಅのたǊ

にのǈဇいたƜとをଢ確にЙૺでƖる場合に限り対象とします。 

．ʙಅܱのたǊに̅ဇしたǿǯǷȸˊǍ᭗ᡮᢊែ૰金はʩ˄金の対象になりますƔ。

．πσʩᡫೞ᧙をМဇするƜとがᩊしいཞඞにƋƬた（例Ჴʩᡫɧ̝עሁǁのᆆѣ᧓の

ᣃ合上ǿǯǷȸǍ᭗ᡮᢊែをМဇƤƟるをࢽなƔƬた、ᒵཋがٶƔƬた ሁ）とЙૺで

Ɩる場合に限り対象とします。 

．ʩ˄金はいつ、ƲのǑƏにૅǘれますƔ。

．ҾЩはʙಅܦʕ後のች算です。ܱጚإԓの੩Ј後、ʩ˄金額が確定ƞれてƔǒ、おお

ǉƶ 2 ᡵ᧓ᆉࡇでਦ定のӝࡈǁਰりᡂまれます。

たƩし、ʙಅܱに࢘たƬてʩ˄金のέいが࣏ᙲな場合は、ʩ˄ൿ定後にࡅ分のʩ˄

額の１Ჩ２以内の額（ਰᐻң˟分はಒ算がでƖまƤǜ。）をžಒ算請൭書ſにǑりࡅ

に請൭するƜとがでƖます。 

 また、ಒ算をᘍƬた場合は、ʙಅܦʕ後（額の確定後）に確定額のസ額をਰりᡂǈま

す。 
（例）ಒ算額 �� ɢό、確定額 1�� ɢό ă ʙಅܦʕ後にസ �� ɢόをਰᡂ 

   

なお、ʩ˄金の確定額がಒ算額を下ׅƬた場合は、過分のᡉᢩが࣏ᙲです。 
（例）ಒ算額 �� ɢό、確定額 �� ɢό ă 過 1� ɢόをᡉᢩ 

3．ໜᛢ᫆対ࣖȗȭǰȩȠにおいて、人件費をૅƏʖ定ですが、ଐإはƲのǑƏに記

する࣏ᙲがƋりますƔ。

1R� ᅋ体ྡ㸸

ᴗົᚑ事⪅ࠉẶྡ

ᆅᇦࠉ㡪ኴ㑻

55ᖺ�᭶5᪥ ᆅᇦࠉ㡪ኴ㑻
ᅋ体との事ᴗᙜەۑᏊ⫱てᗈ場をᐇするために㐃ᦠするڸڹ
᪥のᙺㄪᩚ（1,000円/時㛫 × 㸳時㛫）

5,000 55ᖺ�᭶�0᪥ ॓

5,000

ᴗົ᪥ ཷ㡿᪥

ᴗົᚑ事⪅ࠉఫᡤ

ி㒔ᗓەۑᕷڸڹ⏫㸯－㸯

㔠額
（円）

ࠉ計ࠉࠉ

௧㸳ᖺᗘ ᴗົ᪥ሗ

ᴗົᚑ事⪅ࠉẶྡ
ཷ㡿༳

（⮬⨫ྍ）
ᴗົの内ᐜ

ᆅᇦでᏊも⫱て㝲
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．ܹのႆဃなƲにǑり、ǍǉをࢽないとᛐǊǒれるʙऴがƋる場合は、対象経費にԃǊ

るƜとがでƖます。 

なお、٭のᙹにǑり٭১ᛐዓが࣏ᙲになる場合がƋりますので、ᛆ࢘がƋる場

合は、ᡮǍƔにࡅのਃ࢘ᆸӝまでƝ確ᛐƘƩƞい。 

．旅費のҥ̖上限がπσʩᡫೞ᧙Мဇのܱ費額となるƜとƔǒ、ૅዅ対象ᎍ（ನՃǍǹ

ǿȃȕ）がႆᘍする᪸ӓ書には、旅ᘍଐ、経ែ、ᙲ額がଢ記ƞれているƜとが࣏ᙲです

が、ଢ記ƞれていない場合、以下の例のǑƏなɟᚁᘙをช˄するƜとでᙀឱ૰とするƜ

とがӧᏡです。また、᪸ӓ書をᣃႆࡇᘍしてǋǒƏƜとがᩊしいሁの場合は、上記࣏ᙲʙ

にьƑӖ᪸ଐ、ӏƼӖ᪸ҮӍはፙӸをࣉしたɟᚁᘙをӖ᪸ᚰとして੩ЈするƜとがӧᏡ

です。ӋᎋಮࡸをࡅțȸȠȚȸǸにਫ਼載していますので、ƝဇƘƩƞい。 

旅費Ӗ᪸書の例 

  

Ũ 旅費（ʩᡫ費ܱ費Ⴛ࢘額）は合ྸႎƔつ経ฎႎな経ែで計算してƘƩƞい。ಊᇢにʈ੭がٶ
い場合ሁはࡅでܱ費Ⴛ࢘額をϐ算定し、対象額をถ額する場合がƋります。

Ũ 定額をᘍƬている場合でƋƬてǋ対象経費の上限は̾人ҥˮでのʩᡫ費ܱ費Ⴛ࢘額です。

．申請ׇ˳のನՃǍʙಅにӋьしたǹǿȃȕǁの旅費はƲのǑƏにૢྸすればǑいで

すƔ。

．ʖ定していたʙಅがɶഥとなƬた場合、Ʀのแ備にƔƔƬた経費はʩ˄対象経費にԃ

ǊるƜとはでƖますƔ。

ฟⓎ㥐 ฿╔㥐
 

(༳ۑ)

ᆅᇦࠉ㡪ኴ㑻 55���10 㤋ەۑ ㅮᖌᡴ合せ ᒣ ᅄ᮲ ۑ ி㒔ᕷႠᆅ下㕲 55���10 520 ॓

520計 ͤ㸵

⏝ົ内ᐜ

Ⓨ╔ᆅ（最ᐤり㥐を記㍕）

⛣ືᡭẁ

ᆅᇦでᏊも⫱て㝲

ཷ㡿⪅Ặྡ ཷ㡿᪥⛣ື᪥
㔠額

（円）

（ᅋ体ᵓᡂဨ⏝） ᪑ 費 ཷ 㡿 ᭩

⏝ົඛ

ᅋ体ྡ

ཷ㡿༳
（⮬⨫ྍ）
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２ 申請Ɣǒʩ˄までの්れ

 ʙЭႻᛩ  

 申請に࢘たƬてのƝឋբሁがƋりましたǒ、ƋǒƔơǊࡅのႻᛩᆸӝ（ᘻᘙኡに記載）

にƝႻᛩƘƩƞい（Ѫᨼ᧓外でǋƝႻᛩいたƩけます。）。 

 ʩ˄申請  

 ᛆ࢘の申請ᆸӝ（ᘻᘙኡに記載）に、ᣁᡛӍはਤӋにǑりѪᨼ᧓ɶ（ˋԧᲯ࠰Ხஉ１

ଐ᳸Ჰஉ３Ცଐ
、ᙲ書を੩ЈしてƘƩƞい。なお、ਤӋの場合は࣏）に�ଐෞҮஊј࢘

Ѫᨼ᧓のଐҜЭᲲ �� 分Ɣǒ 12 、Ҝ後 1 ƔǒᲯまで申請をӖけ˄けていま

す。èਤӋの場合のዸЏりは、ˋԧᲯ࠰ � உ �� ଐҜ後Ჯです。 

 ȒǢȪȳǰ  

 ଐᆉとܱ場をᛦૢの上、ࡅのਃ࢘ᎰՃがʩ˄申請ʙಅの内ܾについてᎮƖӕりをᘍ

います。 

 ʩ˄金ॖᙸᎮӕ˟  

 ʩ˄申請ʙಅについて、ܖᜤ経᬴ᎍሁでನするƀע؏ʩ᪪ȗȭǸǧǯȈʩ˄金ॖᙸᎮ

ӕ˟ƁでॖᙸをᎮƖ、ʩ˄ൿ定をᘍƏ上でのӋᎋとします。 

 ʩ˄ൿ定  

 申請ƞれたʙಅ計ဒǍӓૅʖ算をǋとに、ࡅ（ਰᐻң˟）がʩ˄額の上限を定Ǌるǋの

で、ʩ˄のӧԁを૨書でᡫჷします。 

 ܱጚإԓ  

がʩ˄金の確定額を算ЈするたǊに、申請ׇ˳にʙಅܱጚǍӓૅൿ算ሁ（˟ਰᐻң）ࡅ 

（ܱᨥにʙಅܱにᙲした経費）の内ᚪの੩Јを൭Ǌるǋので、ʙಅܦʕ後 �� ଐ以内

（たƩし、ˋԧᲰ３࠰உ 11 ଐ（உ）以ᨀにܦʕしたʙಅはˋԧᲰ࠰Ხஉ 1Ცଐ（൦）ま

で）に࣏ბでᛆ࢘のᆸӝに、ᣁᡛӍはਤӋにǑりܱጚإԓ書を੩ЈしてƘƩƞい。੩Ј

ଐまでにܱጚإԓ書の੩Јがない場合は、ʩ˄ൿ定をӕりෞすƜとがƋります（ᛇኬは、

ʩ˄ൿ定ᡫჷに同ݥのžʩ˄ൿ定後のࡽƖſに記載しています。）。

 ʩ˄金の額の確定ȷች算  

˄した後、ʩ˄金の確定額を૨書にǑりᡫჷするととǋに、ʩ௹ݙԓ書をإでܱጚࡅ 

をᘍいます。 

èʩ˄申請Ǎʩ˄ൿ定、ܱጚに᧙するཞඞሁは、ࡅțȸȠȚȸǸでπᘙします。 
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４ 領収書Ǎ備品等のӕৢい
（１）領収書等のӕৢい

領収書等は、ܮ名（申請団体名）、領収金額、ˬし書き（支内ܾ）、発行年உଐ、Ӗ

領者Үがきƪんと記᠍されたものをช付してください（ச記入、ɧᮗଢな場合は、交付金

の支をすることができません。）。 

Ƃ注 ॖƃ 

領収書類は対象経費の支出ఌਗとなる要書類ですので、発行者にദ確な記入を൭めてくださ

い。申請団体でᡙ記・̲ദ・Џૺされたものは、対象経費として認められません。 

Ĭ支出内ܾの

確認 

Ũ 購入内ܾ及び購入ଐから、交付申請事業のために支出されたことがଢ確に分か

る、Ȭシートᒉしくは内訳が分かる領収書のみを対象とします。 

Ũ ኛ品書Ǎ請൭書だƚでは支確認ができませんので、領収書のˊǘりにはなり

ません。 

Ũ 金ᗡೞ関のᆸ口Ǎ #6/ で振りᡂまれた場合は、振ᡂᅚと合ǘせて、支内ܾ

等が分かる請൭書等をช付してください。 

ĭܮ 名 

Ũ 発行者に、申請団体のദ式名ᆅの記᠍を൭めてください。Ҿ則として団体のဦ

ᆅǍ通ᆅ、部会名、Ǥșント名、̾人名がܮ名となっている領収書は対象となり

ません（ܮ名がီなる場合は、提出前にご相ᛩください。）。 

Į領収金額 

Ũ ȝǤント等を利用したлࡽ分のǄか、金УǍՠ品Уで支ǘれたものは対象外

となります。 

Ũ 金額の̲ദが必要な場合は、発行者にϐ発行を依頼してください。 

įˬし書き 

Ũ žƓ品ˊſ等、内ܾが分からない場合は、請൭書等内訳が分かる資料をช付して

ください。 

 ※ ᙀឱᛟଢ等が必要な場合は、領収書ᝳ付Ө紙の˷ႉ部分に記᠍してください。

Ũ 当該品目を通ࠝӕりৢっていない業者Ǎ̾人からの購入、ᇌ替いの場合は、

領収書に加え、請൭書又は内訳書等、ˁ様Ǎҥ̖、数等のଢኬが分かる資料を

ช付してください。 

İ発行年உଐ

Ũ Ҿ則として交付決定ଐ以降の支出が対象となりますが、事前着手届をӖྸした

場合は、交付決定ଐ以前の領収書も対象とします。ただし、実ጚإԓଐ以降に購

入されたものの領収書は対象外です。 

Ũ 事業ኳʕࢸのཋ品ᙀΪǍഏ年ࡇに備えたまとめᝰいとЙૺされるものは対象外

となります。 

ıӖ領者 
Ũ Ӗ領者名、Ӗ領者Ү、˰の記᠍が必要ですが、̾人の場合はᐯፙ及び˰の

記᠍のみで構いません。 

３ 申請手続・提出書類

以下の書類を郵送又は持参により提出してください。京都市以外の地域で事業を実施さ

れる場合、第１号様式及び事前着手届のみ府と振興協会分の両方を提出してください。そ

の他の書類については、各１部のみご提出ください。 

 提出に当たっては、関係書類チェックリストを用いて必ず確認を行ってください。 

交付申請書（第１号様式）

〔→ ２１ページ〕 

府 分 

市町村振

興協会分 

京都市域以外の地域で事業実施する場合のみ、提出し

てください。 

事前着手届 

〔→ ２３ページ〕 

府 分 
交付決定前に事業を実施する場合（支出が発生する場

合）は、必ず提出してください。 

市町村振

興協会分 

上記に加え、京都市域以外の地域で事業実施する場合

のみ、提出してください。 

関係書類（各 1 部） 

関係書類チェックリスト 

〔→ ２５ページ〕 

事業計画書 

（別紙１－１－１・１－１－２） 

〔→ ２７・２９ページ〕 

事業継続実施計画書（別紙１－2） 

〔→ ３１ページ〕 
交付申請が２年目以降の団体も提出してください。 

収支予算書（別紙１－3） 

〔→ ３３ページ〕 

支出予算内訳表（別紙１－4） 

〔→ ３５ページ〕 
支出の項目ごとに作成してください。 

団体運営力向上活動計画書（別紙１－5）

〔→ ４３ページ〕 
該当がある場合提出してください。 

口座振替依頼書（別紙１－6） 

〔→ ４５ページ〕 

口座番号・口座名義人(カナ)を 

確認することができる書類 

通帳の見開き１ページ目の写し、キャッシュカードの

写し等 

複数事業者からの見積書(相見積り) 
※１件当たり５万円を超過する備品購入・

外注を伴う場合のみ

該当がある場合は、複数事業者からの見積書を必ず提

出してください。提出がない場合は、金額の妥当性が

確認できないため、対象経費とすることができませ

ん。 

定款・会則及び団体構成員一覧表 
以前に府へ提出したことがある場合でも、改めて提出

してください。 
事業の概要が分かる資料 

※ 様式は府ホームページからダウンロード又は本要領 21 ページ以降をご利用ください。 

地域交響プロジェクト交付金ホームページ： 

https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html 
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４ 領収書Ǎ備品等のӕৢい
（１）領収書等のӕৢい

領収書等は、ܮ名（申請団体名）、領収金額、ˬし書き（支内ܾ）、発行年உଐ、Ӗ

領者Үがきƪんと記᠍されたものをช付してください（ச記入、ɧᮗଢな場合は、交付金

の支をすることができません。）。 

Ƃ注 ॖƃ 

領収書類は対象経費の支出ఌਗとなる要書類ですので、発行者にദ確な記入を൭めてくださ

い。申請団体でᡙ記・̲ദ・Џૺされたものは、対象経費として認められません。 

Ĭ支出内ܾの

確認 

Ũ 購入内ܾ及び購入ଐから、交付申請事業のために支出されたことがଢ確に分か

る、Ȭシートᒉしくは内訳が分かる領収書のみを対象とします。 

Ũ ኛ品書Ǎ請൭書だƚでは支確認ができませんので、領収書のˊǘりにはなり

ません。 

Ũ 金ᗡೞ関のᆸ口Ǎ #6/ で振りᡂまれた場合は、振ᡂᅚと合ǘせて、支内ܾ

等が分かる請൭書等をช付してください。 

ĭܮ 名 

Ũ 発行者に、申請団体のദ式名ᆅの記᠍を൭めてください。Ҿ則として団体のဦ

ᆅǍ通ᆅ、部会名、Ǥșント名、̾人名がܮ名となっている領収書は対象となり

ません（ܮ名がီなる場合は、提出前にご相ᛩください。）。 

Į領収金額 

Ũ ȝǤント等を利用したлࡽ分のǄか、金УǍՠ品Уで支ǘれたものは対象外

となります。 

Ũ 金額の̲ദが必要な場合は、発行者にϐ発行を依頼してください。 

įˬし書き 

Ũ žƓ品ˊſ等、内ܾが分からない場合は、請൭書等内訳が分かる資料をช付して

ください。 

 ※ ᙀឱᛟଢ等が必要な場合は、領収書ᝳ付Ө紙の˷ႉ部分に記᠍してください。

Ũ 当該品目を通ࠝӕりৢっていない業者Ǎ̾人からの購入、ᇌ替いの場合は、

領収書に加え、請൭書又は内訳書等、ˁ様Ǎҥ̖、数等のଢኬが分かる資料を

ช付してください。 

İ発行年உଐ

Ũ Ҿ則として交付決定ଐ以降の支出が対象となりますが、事前着手届をӖྸした

場合は、交付決定ଐ以前の領収書も対象とします。ただし、実ጚإԓଐ以降に購

入されたものの領収書は対象外です。 

Ũ 事業ኳʕࢸのཋ品ᙀΪǍഏ年ࡇに備えたまとめᝰいとЙૺされるものは対象外

となります。 

ıӖ領者 
Ũ Ӗ領者名、Ӗ領者Ү、˰の記᠍が必要ですが、̾人の場合はᐯፙ及び˰の

記᠍のみで構いません。 

３ 申請手続・提出書類

以下の書類を郵送又は持参により提出してください。京都市以外の地域で事業を実施さ

れる場合、第１号様式及び事前着手届のみ府と振興協会分の両方を提出してください。そ

の他の書類については、各１部のみご提出ください。 

 提出に当たっては、関係書類チェックリストを用いて必ず確認を行ってください。 

交付申請書（第１号様式）

〔→ ２１ページ〕 

府 分 

市町村振

興協会分 

京都市域以外の地域で事業実施する場合のみ、提出し

てください。 

事前着手届 

〔→ ２３ページ〕 

府 分 
交付決定前に事業を実施する場合（支出が発生する場

合）は、必ず提出してください。 

市町村振

興協会分 

上記に加え、京都市域以外の地域で事業実施する場合

のみ、提出してください。 

関係書類（各 1 部） 

関係書類チェックリスト 

〔→ ２５ページ〕 

事業計画書 

（別紙１－１－１・１－１－２） 

〔→ ２７・２９ページ〕 

事業継続実施計画書（別紙１－2） 

〔→ ３１ページ〕 
交付申請が２年目以降の団体も提出してください。 

収支予算書（別紙１－3） 

〔→ ３３ページ〕 

支出予算内訳表（別紙１－4） 

〔→ ３５ページ〕 
支出の項目ごとに作成してください。 

団体運営力向上活動計画書（別紙１－5）

〔→ ４３ページ〕 
該当がある場合提出してください。 

口座振替依頼書（別紙１－6） 

〔→ ４５ページ〕 

口座番号・口座名義人(カナ)を 

確認することができる書類 

通帳の見開き１ページ目の写し、キャッシュカードの

写し等 

複数事業者からの見積書(相見積り) 
※１件当たり５万円を超過する備品購入・

外注を伴う場合のみ

該当がある場合は、複数事業者からの見積書を必ず提

出してください。提出がない場合は、金額の妥当性が

確認できないため、対象経費とすることができませ

ん。 

定款・会則及び団体構成員一覧表 
以前に府へ提出したことがある場合でも、改めて提出

してください。 
事業の概要が分かる資料 

※ 様式は府ホームページからダウンロード又は本要領 21 ページ以降をご利用ください。 

地域交響プロジェクト交付金ホームページ： 

https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/koufukin.html 
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（２）ᚰਗ書の̬ሥ

ʩ˄申請ʙಅに̞るӓૅのᚰਗ書（ࠚቐǍᡫࠚ、᪸ӓ書なƲ）は、ʙಅܱࡇ࠰の

ኳʕ後Ჯ࠰᧓の̬܍が࣏ᙲです。また、ʩ˄金に̞るʖ算ؓᘍのᢘദをするたǊ、࣏

ᙲがƋるとƖはࡅሁƔǒإԓを൭Ǌたり、ྵע౨௹をᘍƏƜとがƋります。 

（３）備品ሁのӕৢい

 ʩ˄金にǑりૢ備したᚨȷᚨ備Ǎ購入備品ሁは、ƀถ̖ΝҲငの᎑ဇ࠰ૠሁに᧙

するႾˋƁ（ଯԧᲮ� ᔺႾˋᇹٻ࠰ 1� ӭ）に定Ǌる᧓、̅ဇȷ̬܍する࣏ᙲがƋり

ます。ȩșȫᝳ˄ǍӨࠚの˺をᘍい、ᢘЏにሥྸしてƘƩƞい。 

 なお、上記᧓を経過Ƥƣにϼ分ሁƞれた場合は、ʩ˄金をᡉᢩしていたƩƘƜとが

Ƌりますので、備品ሁのϼ分ǍᜯบሁをᘍƏ場合は、ʙЭにਃ࢘ᎍまでƝႻᛩƘƩƞい。

�� ɢό以上の備品ሁをʩ˄金のႸႎ以外に̅ဇする˂、ᜯบ、ʩ੭、˄けをᘍい、

Ӎはਃ̬にする場合は、࣏ƣ১ᛐのዓが࣏ᙲとなりますのでƝ注ॖƘƩƞい。 

（Ӌᎋಮࡸ） 

ȷ備品ȩșȫ          ȷ備品Өࠚ

  

ê 品Ӹ 

（品ဪ）

購入࠰உଐ 購入金額 ̬ሥ限 

（᎑ဇ࠰ૠ） 

１

２

備品 0Q�１
   
ˋԧᲯࡇ࠰ʮᣃעࡅ؏ʩ᪪ȗȭǸ
ǧǯȈʩ˄金

ஊᎍ Ჴ  ŨŨŨŨܱᘍۀՃ˟
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５  申 請 様 式
（記載例付き）

５  申 請 様 式
（記載例付き）

20



１༹ࣞߺ（̒ড়ؖܐ） 

ྫ̓೧ౕ京都府ஏҮިڻϕϫζΥέφިۜ 

ި  ਅ ੧ ॽ 
令和  年  ⽉  ⽇ 

京都府எࣆ ༹ 
ʤޮࡔʥ京都府ࢤௌଞ৾ڢڷ会ཀྵࣆௗ ༹ 

団 体 ໌

代

表

者

ༀ ৮
 り が な

ࢱ ໌

京都府地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦交付གྷߟʀޮӻࡔ団๑⼈京都府ࢤௌଞ৾ڢڷ会京都府地域交
、のとおり交付をਅ੧します。なお࣏、ॽྪをశえてܐؖ、ͰきخఖにوϕϫζΥέφ交付⾦交付ڻ
このਅ੧ॽܐؖ;ٶॽྪにࡎىしている಼༲は、全てࣰࣆと૮ҩないことを੦༁します。 

ਅ ੧ ֻ    ɾ̎̎̎ԃʤफ⽀༩ࢋॽԾཟの「交付ਅ੧ֻ」ཟと⼀ʥ

ʽ団体の֕གྷʾ 

団 体 ॶ ࡑ 地
ʤˡ    ʗ     ʥ 

ు  ൬ ߺ ̝̘̯  

3 & ϟ ʖ ϩ
Π χ Ϫ η  ⼈             ਼⼈ߑ

ʽ交付ਅ੧にؖする࿊ཙ ˠ代නंと同じはىགྷʾ 
୴

者

 り が な

ࢱ ໌

ॽ ྪ ૻ 付 
住 ॶ

ʤˡ    ʷ     ʥ 

ు  ൬ ߺ ̝̘̯  

3 & ϟ ʖ ϩ
Π χ Ϫ η

ʤ京都府ʀ৾ڢڷ会࢘⽤ཟʥˠىしないでください。  交付決定ֻ      ɾ̎̎̎ԃ 
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記㍕例 

１༹ࣞߺ（̒ড়ؖܐ） 

ྫ̓೧ౕ京都府ஏҮިڻϕϫζΥέφިۜ 

ި  ਅ ੧ ॽ 
令和 ̓年 ４⽉ ̏̎⽇ 

京都府எࣆ ༹ 
ʤޮࡔʥ京都府ࢤௌଞ৾ڢڷ会ཀྵࣆௗ ༹ 

団 体 ໌ ᆅᇦ࡛Ꮚࡶ⫱࡚㝲

代

表

者

ༀ ৮ ௦⾲

 り が な ࡁࡧࡦ ࡁ࠸ࡕ

ࢱ ໌ ᆅᇦ 㡪

京都府地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦交付གྷߟʀޮӻࡔ団๑⼈京都府ࢤௌଞ৾ڢڷ会京都府地域交
、のとおり交付をਅ੧します。なお࣏、ॽྪをశえてܐؖ、ͰきخఖにوϕϫζΥέφ交付⾦交付ڻ
このਅ੧ॽܐؖ;ٶॽྪにࡎىしている಼༲は、全てࣰࣆと૮ҩないことを੦༁します。 

ਅ ੧ ֻ   ̖̐̎ɾ̎̎̎ԃʤफ⽀༩ࢋॽԾཟの「交付ਅ੧ֻ」ཟと⼀ʥ

ʽ団体の֕གྷʾ 

団 体 ॶ ࡑ 地
ʤˡ��������ʥ 
ௌ˚˚ࢤ˕˕ ����� ˕˕ϑϩ ��� 

ు  ൬ ߺ ������������� ̝̘̯  

3 & ϟ ʖ ϩ
Π χ Ϫ η �����㸾��������  ⼈̐̏            ਼⼈ߑ

ʽ交付ਅ੧にؖする࿊ཙ ˠ代නंと同じはىགྷʾ 
୴

者

 り が な ࠺ࢁࡓ ࠺ࡻࡁ

ࢱ ໌ ி㒔 ኴ㑻

ॽ ྪ ૻ 付 
住 ॶ

ʤˡ���ʷ����ʥ 
⏫ڧڧᕷۑۑ ���ڹڹࣥࢰ࣓ �����

ు  ൬ ߺ ������������ ̝̘̯ ������������

3 & ϟ ʖ ϩ
Π χ Ϫ η �����㸾��������

ʤ京都府ʀ৾ڢڷ会࢘⽤ཟʥˠىしないでください。  交付決定ֻ      ɾ̎̎̎ԃ 

ி㒔ᕷᇦ以外のᆅᇦの場合は、ி㒔ᗓᐄてと

ᕷ⏫ᮧ⯆༠ᐄてのࢀࡒࢀࡑ㸯㒊ࡘࡎをస

ᡂするᚲせ࠶ࡀります。 

ᐃḰ࣭๎でᐃめࢀࡽている

ྡ⛠で記㍕してください。 

ᨭண算᭩（ู⣬㸯－㸱）下ẁのࠕ申請額算ฟ⾲ࠖにࡼり

算ฟさࢀたி㒔ᗓ、ᕷ⏫ᮧ⯆༠ࢀࡒࢀࡑの申請額（対象事ᴗ

ศとᅋ体㐠Ⴀຊྥ上࣒ࣛࢢࣟࣉศ（ά⏝する場合）の合算）を 1

ᯛࡘࡎ㌿記してください。 

ᢲ༳はせです。
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ྫ̓೧ౕ京都府ஏҮިڻϕϫζΥέφިۜ 

ࣆ   घ  
令和  年  ⽉  ⽇ 

京都府எࣆ ༹ 
ʤޮࡔʥ京都府ࢤௌଞ৾ڢڷ会ཀྵࣆௗ ༹ 

団 体 ໌

ॶ ࡑ 地

ˡ

代

表

者

ༀ ৮
 り が な

ࢱ ໌

団体がਅ੧の令和̓年ౕ京都府地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦にܐるࣆ業について、交付決定
にघしますので、けड़ます。なお、ਅ੧ࣆ業が交付決定されないにあっても、ҡ٠をਅし
ཱིてないことを੦༁します。 

 घのཀྵ༟ࣆ ̏
ʤ֚するものにݲʥ

 。がචགྷなためࢬ業ࣰࣆਲ਼のためには、ଐやかな業⽬的のࣆ ˚

˚ そのଠ 
ʤ                             ʥ 

̐ घ�༩定�年⽉⽇ 
ʤࣆ६ඍをࣆ業࢟⽇ʥ

 令和   年   ⽉   ⽇ 
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記㍕例 

ྫ̓೧ౕ京都府ஏҮިڻϕϫζΥέφިۜ 

ࣆ   घ  
令和̓年４⽉̏⽇ 

京都府எࣆ ༹ 
ʤޮࡔʥ京都府ࢤௌଞ৾ڢڷ会ཀྵࣆௗ ༹ 

団   体   ໌ ᆅᇦ࡛Ꮚࡶ⫱࡚㝲

ॶ ࡑ 地

ˡ��������

⏫ڧڧᕷۑۑ ����� 

ࣝࣅۑۑ ��� 

代

表

者

ༀ ৮ ௦⾲ 

 り が な ࡁࡧࡦ ࡁ࠸ࡕ

ࢱ ໌ ᆅᇦ 㡪 

団体がਅ੧の令和̓年ౕ京都府地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦にܐるࣆ業について、交付決定
にघしますので、けड़ます。なお、ਅ੧ࣆ業が交付決定されないにあっても、ҡ٠をਅし
ཱིてないことを੦༁します。 

 घのཀྵ༟ࣆ ̏
ʤ֚するものにݲʥ

 。がචགྷなためࢬ業ࣰࣆਲ਼のためには、ଐやかな業⽬的のࣆ ܇

˚ そのଠ 
ʤ                             ʥ 

̐ घ�༩定�年⽉⽇ 
ʤࣆ६ඍをࣆ業࢟⽇ʥ

 令和̓年４⽉̏⽇ 

ᅋ体に㛵する記㍕内ᐜは、申請᭩（➨
㸯ྕ様ᘧ）とてを同୍とするᚲせ࠶ࡀり
ますので注意してください。

 ி㒔ᕷᇦ以外のᆅᇦの場合は、ி㒔ᗓᐄてと

ᕷ⏫ᮧ⯆༠ᐄてのࢀࡒࢀࡑ㸯㒊ࡘࡎをసᡂ

するᚲせ࠶ࡀります。

ᢲ༳はせです。

╔ᡭ（ணᐃ）ᖺ᭶᪥ࡀ申請᭩の᪥ࡼりも๓の᪥

の場合は、╔ᡭ（ணᐃ）ᖺ᭶᪥をご記ධください。

╔ᡭ（ணᐃ）ᖺ᭶᪥は௧㸳ᖺ㸲᭶㸯᪥以㝆の᪥

としてください。事๓╔ᡭ᪥以๓のᨭฟは対象外

となりますのでご注意ください。 
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令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

関係書類チェックリスト    団体名：                     

※ これまでに本交付金の交付を何回受けましたか。（今回の申請は含めません。） 
  無  ・      回（うち、重点課題対応プログラム  回 基盤強化プログラム  回 ）   
  
◆ 書類を全て添付のうえ、団体確認欄にチェック（✔）を入れてください。 

関 係 書 類 団体確認欄 

① 交付申請書（第１号様式(第４条関係)） ※京都市域以外の地域の場合は、①、
②のみ、京都府宛てと市町村振興協会
宛て各 1 部ずつを提出してください。
③以降は 1 部のみ提出してください。

② 事前着手届   
※交付金の交付決定前に事業を実施する場合は、必須

③ 事業計画書（別紙１－１－１）（別紙１－１－２） 

④ 事業継続実施計画書（別紙１－２）  

⑤ 収支予算書（別紙１－３）

⑥ 支出予算内訳表（別紙１－４） 

⑦ 団体運営力向上活動計画書（別紙１－５）  ※該当がある場合のみ、必須

⑧ 口座振替依頼書（別紙１－６） 

⑨ 口座番号・口座名義人(カナ)を確認することができる書類 
（通帳の見開き１ページ目の写し、キャッシュカードの写し等） 

⑩ 複数の事業者からの見積書（相見積もり） 
※5万円以上の外注・備品購入を伴う場合は、必須

⑪ 定款・会則 

⑫ 団体構成員一覧表 

⑬ 事業概要の分かる資料（チラシ、パンフレット等） 

◆ 事業を実施する上で、相談したいことがありましたらご記入ください。

◆専門家派遣制度の利用を希望される場合は、 
「希望する」にチェック（✔）を付けてください。 

□希望する （分野：          ）

◆何で「地域交響プロジェクト交付金」を知りましたか 
 該当する箇所にチェック（✔）を付けてください。 

□紹介（                  ） □Facebook 
□HP □募集要領を見て（                ）
□その他（                        ）

◆地域力メーリングリスト（京都府の地域活動関係者約 2,000 人が参加するメーリングリスト）へ 
参加を希望される場合は、「希望する」にチェック（✔）を付けてください。 □希望する
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記載例                                令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類

関係書類チェックリスト    団体名： 地域で子ども育て隊               

※ これまでに本交付金の交付を何回受けましたか。（今回の申請は含めません。） 
  無  ・   ２  回（うち、重点課題対応プログラム ２回 基盤強化プログラム  回 ）  

◆ 書類を全て添付のうえ、団体確認欄にチェック（✔）を入れてください。 

関 係 書 類 団体確認欄 

① 交付申請書（第１号様式(第４条関係)） ※京都市域以外の地域の場合は、①、
②のみ、京都府宛てと市町村振興協会
宛て各 1 部ずつを提出してください。
③以降は 1 部のみ提出してください。

✓

② 事前着手届   
※交付金の交付決定前に事業を実施する場合は、必須

✓ 

③ 事業計画書（別紙１－１－１）（別紙１－１－２） ✓ 

④ 事業継続実施計画書（別紙１－２）  ✓ 

⑤ 収支予算書（別紙１－３） ✓ 

⑥ 支出予算内訳表（別紙１－４） ✓ 

⑦ 団体運営力向上活動計画書（別紙１－５）  ※該当がある場合のみ、必須 ✓ 

⑧ 口座振替依頼書（別紙１－６） ✓ 

⑨ 口座番号・口座名義人(カナ)を確認することができる書類 
（通帳の見開き１ページ目の写し、キャッシュカードの写し等） 

✓ 

⑩ 複数の事業者からの見積書（相見積もり） 
※5万円以上の外注・備品購入を伴う場合は、必須

✓ 

⑪ 定款・会則 ✓ 

⑫ 団体構成員一覧表 ✓ 

⑬ 事業概要の分かる資料（チラシ、パンフレット等） ✓ 

◆ 事業を実施する上で、相談したいことがありましたらご記入ください。 
・子育て分野に限定せず、地域活動に関する情報交換の場を持ちたいと考えており、有益な場所があれば知りたい。 

・３年後の事業の自立を見据え、早期から交付金以外の資金調達に取り組みたいと考えているため、資金調達の方法

や留意すべき点があれば知りたい。

◆専門家派遣制度の利用を希望される場合は、 
「希望する」にチェック（✔）を付けてください。 

☑希望する （分野：  資金調達        ）

◆何で「地域交響プロジェクト交付金」を知りましたか 
 該当する箇所にチェック（✔）を付けてください。 

☑紹介（近隣で活動している他団体から） □Facebook 
□HP □募集要領を見て（                ）
□その他（                       ）

◆地域力メーリングリスト（京都府の地域活動関係者約 2,000 人が参加するメーリングリスト）へ 
参加を希望される場合は、「希望する」にチェック（✔）を付けてください。 ☑希望する

実際に交付のあった回数を記載してください。 

不交付決定だった年度や、交付決定後に取下げ又は中止(廃

止)された年度は、回数に含みません。 

交付申請に当たっては、必要な関係書類を全て揃え、

チェックした上でご提出をお願いします。 
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令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類

※これまでに本交付金を活用された団体は、その成果や実績等を踏まえて記載してください。 
※記入欄が不足する場合は、複数ページにまたがっても構いません。 

（別紙１－１－１） 
団体名： 

事 業 計 画 書 (概要について)     （※全項目を記入すること）

事業名 

プログラム 
（該当する項目に✔印）

□ 重点課題対応プログラム（ １ 子育て  2 要配慮者支援  3 防災  4 多文化共生  5 移住促進 ）

□ 基盤強化プログラム 

１．解決したいと考えている「地域の課題」について教えてください。 
① 課題を解決したい「地域（エリア）」を記入してください。市町村に加え、必要に応じて具体的な地域の名称まで記入してください。 

                市・町・村            

② 解決しようとされている地域の課題は何ですか。 

具体的な
内容 

③ 上記の課題が「地域課題」であると感じられる理由は何ですか。 

２．この事業を通じて、目指す地域の姿（目標）はどのようなものですか。 

３．１で記入した地域課題の解決に向けて、今年度、交付金を活用して実施する事業について、具体的に記入してください。
地
域
住
民
の
参
画

① 貴団体のメンバー以外に、この事業にはどのような方々がどのように関わっていますか。 

持

続

性

② 事業を継続させるための取組や活動の協力者を増やす工夫は何ですか。 

公

共

性

③ この事業を広く地域住民に参加・理解してもらうためにどのようなことを行っていますか。 

発

展

性

④ この事業を発展させていくための取組や今年度行う新しい工夫は何ですか。 
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記載例                                令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類

※これまでに本交付金を活用された団体は、その成果や実績等を踏まえて記載してください。
※記入欄が不足する場合は、複数ページにまたがっても構いません。 

✔

（別紙１－１－１） 
団体名：地域で子ども育て隊 

事 業 計 画 書 (概要について)     （※全項目を記入すること）

事業名 △△地域みんなで子どもを育てよう！ 

プログラム 
（該当する項目に✔印）

□ 重点課題対応プログラム（ １ 子育て  2 要配慮者支援  3 防災  4 多文化共生  5 移住促進 ）

□ 基盤強化プログラム 

１．解決したいと考えている「地域の課題」について教えてください。
① 課題を解決したい「地域（エリア）」を記入してください。市町村に加え、必要に応じて具体的な地域の名称まで記入してください。 

             ◯◯ 市・町・村            △△地域 

② 解決しようとされている地域の課題は何ですか。 

具体的な
内容 

△△地域では、大型マンション等の建設により、主に子育て世代の地域への転入が多くみられる。しかし、核家族化や地
域のつながりの希薄化が進行していることから、子育ての不安感や負担感に悩む子育て世代が地域から孤立してしまって
いる。当該地域においては、これまで子育ての悩みや困りごとを気軽に相談できる場がなく、不安を抱いたまま子育てを
している等の声も多く、地域と繋がりながら安心した子育てができる地域づくりを進めていく必要がある。 

③ 上記の課題が「地域課題」であると感じられる理由は何ですか。 
市のホームページに記載があるとおり、◯◯市では地域の子育て支援拠点が少ない状況である。特に△△地域においては、人口比か
ら考えても支援施設が不足しており、昨年度実施した地域の子育て世代へのアンケート調査では、子育てに関する悩みや不安を抱え
ている声が多く見受けられた。

２．この事業を通じて、目指す地域の姿（目標）はどのようなものですか。 
この交付金を活用して昨年度、地域の子育て拠点を開設できたが、子育ての不安・悩みを相談できる機会をより増やし、子育て世代
が相互交流や地域と繋がることで、日常の困りごとを気軽に相談でき、年代を問わず助け合いができる子育てのしやすい地域を目指
す。 

３．１で記入した地域課題の解決に向けて、今年度、交付金を活用して実施する事業について、具体的に記入してください。
地
域
住
民
の
参
画

① 貴団体のメンバー以外に、この事業にはどのような方々がどのように関わっていますか。 
・△△子育てひろばについて、△△地域の児童館担当者とも引き続き相談をしながら計画を立てている。 
・ママのためのミニ講座では、先進的な取組を進めている他地域の子育て団体のメンバーに講師を依頼している。 
・子育て拠点でのイベント開催時は、地域の方が当日運営のサポートをしてくれている等、住民の主体的な協力を得ている。

持

続

性

② 事業を継続させるための取組や活動の協力者を増やす工夫は何ですか。 
・子育て拠点を活用したイベントを定期的に開催することで、子育てを軸にした地域住民同士の交流をさらに深める。 
・SNS を活用した情報発信を引き続き定期的に行うことで、地域での認知度を高め、参加者の増加を図る。 
・◯◯大学のボランティアセンターに働きかけ、大学生に活動サポーターとして参加してもらうことで、活動メンバーの幅を広げる。
・対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式でのイベント開催等、より多くの方が参加できるよう状況に応じた工夫をする。

公

共

性

③ この事業を広く地域住民に参加・理解してもらうためにどのようなことを行っていますか。 
・地域の高齢者と親子の交流イベントを実施し、多世代の住民との交流を図りながら、地域全体で子育てを行う機運を高める。 
・「パパのためのミニ講座」を実施し、母親だけでなく父親の事業参画を図る。 
・イベント等について、多くの方に参加してもらえるようチラシの各戸配布や自治会、関係施設と協力した広報に努めている。

発

展

性

④ この事業を発展させていくための取組や今年度行う新しい工夫は何ですか。 
・府の「専門家派遣事業」を活用し、外部の専門家にSNS の活用などによる広報力の強化について相談する。 
・パートナーシップミーティングに参加し、他団体との交流を深め、連携や協働した取組へ発展させる。
・子育て世代の参加者が、事業運営にも参加できる機会を提供し、担い手育成につなげていく。 

全ての項目について記入して
ください。 

一般的な社会問題ではなく、そ
れぞれの地域の実情に応じた「地
域の課題」を記載してください。
例）
○ 子育ての悩みを共有する場が

地域にない
× 全国的に少子化が問題と 

なっている 

どのような事業なのか、わかりや

すく簡潔な名称としてください。

該当するプログラム名にチェ
ックを入れてください。 
重点課題対応プログラムの場

合は、主な重点課題分野ひとつに
○印をつけてください。

どのような地域の姿を目標としてい
るのかを具体的に記入してください。
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書

類

※
事

業
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

、
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
事

業
の

内
容

で
複

数
分

か
れ

る
場

合
は

、
名

称
ご

と
に

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
分

け
て

く
だ

さ
い

。
 

※
記

入
欄

が
不

足
す

る
場

合
は

、
複

数
ペ

ー
ジ

に
ま

た
が

っ
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
 

（
別

紙
１

－
１

－
２

）
 

団
体

名
：

 

事
 業

 計
 画

 書
（

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
※

全
項

目
を

記
入

す
る

こ
と

）
 

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
事

業
に

取
り

組
む

の
か

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
＜

事
業

内
容

・
地

域
課

題
と

の
関

連
性

・
対

象
者

・
協

力
者

・
会

場
・

開
催

頻
度

な
ど

＞
 

名
称

 
時

期
 

内
容

 
場

所
 

参
加

者
又

は
対

象
者

 
参加

予定
人数
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令
和

5
年

度
地

域
交

響
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
交

付
金

 
申

請
書

類

※
事

業
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

、
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
事

業
の

内
容

で
複

数
分

か
れ

る
場

合
は

、
名

称
ご

と
に

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
分

け
て

く
だ

さ
い

。
 

※
記

入
欄

が
不

足
す

る
場

合
は

、
複

数
ペ

ー
ジ

に
ま

た
が

っ
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
 

（
別

紙
１

－
１

－
２

）
 

団
体

名
：

 

事
 業

 計
 画

 書
（

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
※

全
項

目
を

記
入

す
る

こ
と

）
 

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
事

業
に

取
り

組
む

の
か

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
＜

事
業

内
容

・
地

域
課

題
と

の
関

連
性

・
対

象
者

・
協

力
者

・
会

場
・

開
催

頻
度

な
ど

＞
 

名
称

 
時

期
 

内
容

 
場

所
 

参
加

者
又

は
対

象
者

 
参加

予定
人数

 
 

 
 

 

記
載
例

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
令

和
5

年
度

地
域

交
響

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

交
付

金
 

申
請

書
類

※
事

業
の

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

、
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
事

業
の

内
容

で
複

数
分

か
れ

る
場

合
は

、
名

称
ご

と
に

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

を
分

け
て

く
だ

さ
い

。
 

※
記

入
欄

が
不

足
す

る
場

合
は

、
複

数
ペ

ー
ジ

に
ま

た
が

っ
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
 

（
別

紙
１

－
１

－
２

）
 

団
体

名
：

 地
域
で
子
ど
も
育
て
隊

事
 業

 計
 画

 書
（

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

に
つ

い
て

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
※

全
項

目
を

記
入

す
る

こ
と

）
 

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
事

業
に

取
り

組
む

の
か

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
＜

事
業

内
容

・
地

域
課

題
と

の
関

連
性

・
対

象
者

・
協

力
者

・
会

場
・

開
催

頻
度

な
ど

＞
 

子
育
て
世
代
の
地
域
へ
の
転
入
が
増
加
す
る
中
、
そ
の
支
援
拠
点
が
不
足
し
て
い
た
が
、
△
△
地
域
に
子
育
て
拠
点
（
子
育
て
交
流
広
場
）
を
設
置
し
、
地
域
住
民
や
他
の
子
育
て
関
連
団
体
と
協
力
し
な
が
ら
、
「
△
△
子
育
て
ひ
ろ
ば
」
や
「
マ
マ
、
パ
パ
の

た
め
の
ミ
ニ
講
座
」
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
で
、
不
安
を
抱
え
る
子
育
て
世
帯
の
受
け
皿
と
な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
親
子
で
参
加
で
き
る
「
手
作
り
マ
ル
シ
ェ
」
や
「
多
世
代
交
流
イ
ベ
ン
ト
」
を
通
じ
て
、
子
育
て
世
帯
と
地
域
住
民
と
の
繋
が
り
を
深

め
、
地
域
全
体
の
子
育
て
環
境
の
向
上
を
目
指
し
、
安
心
し
た
子
育
て
が
で
き
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
。

名
称

 
時

期
 

内
容

 
場

所
 

参
加

者
又

は
対

象
者

 
参加

予定
人数

１
．
事
業
の
企
画
会
議
 

２
．
△
△
子
育
て
ひ
ろ
ば
の
開
催
  

３
．
マ
マ
の
た
め
の
ミ
ニ
講
座
の
開
催
  

４
．
パ
パ
の
た
め
の
ミ
ニ
講
座
の
開
催
 

５
．
手
作
り
マ
ル
シ
ェ
の
開
催
 

６
．
多
世
代
交
流
イ
ベ
ン
ト
 

  

４
月
 

５
月
～

 
〃
 

 
〃
 

10
月
 

１
月
～

１
．
中
心
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
年
間
の
事
業
計
画
や
広
報
計
画
を
立
案
す
る
。
 

２
．
絵
本
読
み
聞
か
せ
等
、
子
育
て
世
代
を
対
象
と
し
た
交
流
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
。
運
営
は
○
○
大
学
の
学
生

の
協
力
を
得
な
が
ら
行
う
。
（
毎
月
第
一
土
曜
日
、
全
11
回
予
定
）
  

 
 
併
せ
て
、
「
子
育
て
相
談
コ
ー
ナ
ー
」
の
設
置
。
 

３
．
母
親
向
け
の
子
育
て
に
役
立
つ
講
座
（
先
輩
マ
マ
に
よ
る
離
乳
食
の
作
り
方
教
室
等
）
 

（
毎
月
第
四
水
曜
日
、
全
11
回
）
 

４
．
父
親
の
子
育
て
で
の
困
り
ご
と
を
解
決
す
る
た
め
、
男
性
で
保
育
士
経
験
の
あ
る
講
師
に
よ
る
講
座
 

（
毎
月
第
二
土
曜
日
、
全
11
回
）
 

５
．
親
子
で
参
加
で
き
る
体
験
型
ブ
ー
ス
や
、
子
育
て
世
代
に
よ
る
出
展
ブ
ー
ス
を
設
置
す
る
「
手
作
り
マ
ル

シ
ェ
」
の
開
催
。
 

６
．
△
△
町
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
共
同
開
催
に
よ
り
、
地
域
の
高
齢
者
と
親
子
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
。

地
域
全
体
で
子
育
て
を
行
う
機
運
を
高
め
る
。
 

子
育
て
交
流
広
場
 

ま
た
は
オ
ン
ラ
イ
ン
 

子
育
て
交
流
広
場
 

子
育
て
交
流
広
場
 

及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
 

子
育
て
交
流
広
場
 

及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
 

△
△
広
場
 

△
△
公
民
館
 
小
ホ
ー
ル
 

団
体
メ
ン
バ
ー
 

未
就
園
児
の
子
ど
も
が
い
る
地
域

の
子
育
て
世
代
の
親
子
等
 

地
域
の
子
育
て
世
代
の
親
子
等
 

地
域
の
子
育
て
世
代
の
親
子
等
 

地
域
の
子
育
て
世
代
の
親
子
等
 

子
育
て
世
代
の
親
子
、
高
齢
者
 

各
回
10

名
程
 

各
回
20

名
程
 

各
回
20

名
程
 

各
回
10

名
程
 

80
名
程

50
名
程

活
動
の
頻
度
や
時
期
の
他
、
実
施
す
る
事
業

の
内
容
が
わ
か
る
よ
う
詳
細
な
実
施
内
容
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
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令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

団体名：
（別紙１－２）                                                           

事 業 継 続 実 施 計 画 書
＊次年度以降、事業を継続していくための計画を記載してください。 

１．目指す地域の姿 

２．計 画 

令和７年度
以降

到達目標 
【将来的な 

地域の状態や姿】

目標達成に 
向けた 

具体的な取組

交付金終了後の 
活動継続方法 

【資金や人員面、独自
性を活かした取組】 

※計画は箇条書き等で簡潔に記入してください。 
※本交付金の、交付回数に関わらず活動継続に向けた取組を全て記載してください。 

令和６年度

到達目標 
【前年度の実績を 

踏まえた 
 地域の状態や姿】 

目標達成に 
向けた 

具体的な取組

事業予算（万円） 

【予算額と財源内訳 
（資金調達方法）】
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令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

団体名：地域で子ども育て隊 

（別紙１－２）                                                           

事 業 継 続 実 施 計 画 書
＊次年度以降、事業を継続していくための計画を記載してください。 

１．目指す地域の姿 

子育て世代が子育ての不安・悩みを気軽に相談できる機会を増やし、相互交流や地域と繋がることで、日常の困りご

とを気軽に相談でき、年代を問わず助け合いができる子育てのしやすい地域を目指す

２．計 画 

令和７年度
以降

到達目標 
【将来的な 

地域の状態や姿】 

・地域住民や自治体、行政、企業等の参画により、地域全体と連携・協働しながら

子育て世代の支援活動を行っていること 

・市の子育て支援事業の受託を目指し、地域の実情に応じた活動を行っていること

目標達成に 
向けた 

具体的な取組

・団体と外部を繋ぐ人材の確保や育成を行い、子育てと地域の繋がりをさらに強化

していく 

・パートナーシップ・ミーティングで関係性を築いた団体と、イベントの共同開催

を行う等、活動地域や活動内容を拡大させる

交付金終了後の 
活動継続方法 

【資金や人員面、独自
性を活かした取組】 

・参加費に加えて、寄付などの協力金の募集を働きかける 

・活動を継続的に実施できるよう、子育ての相談をしていた世代が、後に子育ての

先輩となり、運営側になるような仕組みを構築し、事業の担い手育成に繋げる 

・大学生の活動サポーターとのネットワークを活かし、地域と大学が連携した子育

て支援活動へと発展させる

※計画は箇条書き等で簡潔に記入してください。 
※本交付金の、交付回数に関わらず活動継続に向けた取組を全て記載してください。 

令和６年度

到達目標 
【前年度の実績を 

踏まえた 
 地域の状態や姿】 

・イベントの運営等を、地域の先輩ママや大学生の活動サポーターを始めとした地域

住民の主体的な協力により、継続的に実施できていること 

・子育て拠点を中心に地域住民同士で子育ての悩み等日常の困りごとを気軽に相談

でき、助け合える関係ができていること

目標達成に 
向けた 

具体的な取組 

・他の子育て団体とも連携することで、△△子育てひろばの開催回数を増やし、より

多くの方が参加できる場にする 

・子育てマルシェの開催を年１回から２回に増やし、地域住民にも出店していただく

など横の繋がりを広げる 

・地域の関係施設等において出張子育てひろばを開催

事業予算（万円） 

【予算額と財源内訳 
（資金調達方法）】

【予算額】 100万円 

【財源内訳】 

・交付金：50万円 

・事業収入：30万円 ・寄附、会費：５万円 ・民間助成金：10万円  

・自己負担：５万円
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令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

�別紙１−��
団体໌ʁ

̏ɻफɻ

⽬ɻߴ ⾦ ֻ�ԃ� ඍɻߡ

交付ི̏�̑

交付ི̏�̑

ࢤ ௌ ଞ ึ ঁ ⾦

 間 ঁ  ⾦

ࣙ ހ ࣁ ⾦

फܯʤ%ʥōōō⽀ड़ܯʤ(ʥと⼀すること

̐ɻࢩɻड़ɻʤߴ⽬͟とに⽀ड़༩಼ࢋ༃නをพశ付ʥ

⾦ ֻ�ԃ�
うち、京都ࢤ域಼

ֻࢬࣰ
京都ࢤ域

ֻࢬࣰ

団体ߑҽः⾦

⾦ःࢥߪ෨

団体ߑҽྃඇ 団体ߑҽの⽀ڇݸ
ֻ���ຬԃ

ྃඇࢥߪ෨

̑ɻଲেܨඇɻʤफが⽀ड़をգするのみىʥ

⾦ ֻ�ԃ�
うち、京都ࢤ域಼

ֻࢬࣰ
京都ࢤ域

ֻࢬࣰ

⽀ड़ܯʤ(ʥʁ�&のӊཟ�ʶ�'のӊཟ� 

̒ɻިਅ੧ֻࢋड़නɻɻ
ʤଲেࣆ業ʥ ʤ団体ӣӨ⼒ϕϫήϧϞʥ

ʀ京都府 ʶ ʻ
ʀࢤௌଞ
ɻ৾ڢڷ会 ʶ ʻ

ˤพ̏ࢶʷ̓からى ˤ交付ਅ੧ॽにى

ˠ̏、̐、４のଢ಼はචͥىしてください。
̑は֚ののみىがචགྷです。

ः ⾦

⽬ɻɻɻߴ ඍɻߡ
⽀ड़༩ࢋ

಼༃න1R�

ঀ ඇ

⼈ ݇ ඇ
� 重 点 課 題 ଲ Ԣ ϕ ϫ ή ϧ Ϟ の み ଲ ে �

ྃ ඇ

फ ࢩ ༩ ࢋ ॽ

交 付 ⾦ ʤ $ ʥ

により、਼のࣆ業
ंからの⾒ॽのశ付が
චགྷ

ֻݸ�ଲেܨඇの
ɻɻɻɻɻ̏ʙ̑Ґ಼

ඍ  ߬  ඇ

ʤ交付ਅ੧ֻʥ

ඍɻߡ

ଲেܨඇ    ʤ'ʥ

⽬ɻɻɻߴ
⽀ड़༩ࢋ

಼༃න1R�

ࣆ 業 फ 

ଲেܨඇɻɻܯʤ&ʥ

  ඇ
ʤ ଲ ে ࣆ 業 ඇ の ��� Ґ ಼ ʥ

ʤˠ京都府࢘⽤ཟʥ
うち、交付ଲেܨඇ
ʤ'ʥのैֻʤԃʥ

಼ɻ༃
業फのࣆ、ௌଞึঁʀ間ঁ⾦の໌সやࢤ

ࢋୱՃʀ਼ྖを۫体的にىしてください。

京都府

ʥは交付ଲেするࢬ業ࣰࣆ域のみでࢤ会ʤˠ京都ڢڷௌଞ৾ࢤ
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【記載例】 令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

�別紙１−��
団体໌ʁ

̏ɻफɻ

⽬ɻߴ ⾦ ֻ�ԃ� ඍɻߡ

������� 交付ི̏�̑

������� 交付ི̏�̑

ࢤ ௌ ଞ ึ ঁ ⾦ ������

 間 ঁ  ⾦

�������

������

������

�����

�����

ࣙ ހ ࣁ ⾦ ������

फܯʤ%ʥōōō⽀ड़ܯʤ(ʥと⼀すること �������

̐ɻࢩɻड़ɻʤߴ⽬͟とに⽀ड़༩಼ࢋ༃නをพశ付ʥ

⾦ ֻ�ԃ�
うち、京都ࢤ域಼

ֻࢬࣰ
京都ࢤ域

ֻࢬࣰ

団体ߑҽः⾦ � ������ ������

⾦ःࢥߪ෨ � ������� �������

� ������� �������

団体ߑҽྃඇ � � 団体ߑҽの⽀ڇ
�ֻݸ��ຬԃ

ྃඇࢥߪ෨ � ������ ������

� ������� �������

� ������� �������

� �

� ������� �������

̑ɻଲেܨඇɻʤफが⽀ड़をգするのみىʥ

⾦ ֻ�ԃ�
うち、京都ࢤ域಼

ֻࢬࣰ
京都ࢤ域

ֻࢬࣰ
�

⽀ड़ܯʤ(ʥʁ�&のӊཟ�ʶ�'のӊཟ� �������

̒ɻިਅ੧ֻࢋड़නɻɻ
ʤଲেࣆ業ʥ ʤ団体ӣӨ⼒ϕϫήϧϞʥ

ʀ京都府 ������� ʶ ������ ʻ
ʀࢤௌଞ
ɻ৾ڢڷ会

������� ʶ ������ ʻ
ˤพ̏ࢶʷ̓からى ˤ交付ਅ੧ॽにى

ˠ̏、̐、４のଢ಼はචͥىしてください。
̑は֚ののみىがචགྷです。

ᆅᇦ࡛Ꮚࡶ⫱࡚㝲

ः ⾦

⽬ɻɻɻߴ ඍɻߡ
⽀ड़༩ࢋ

಼༃න1R�

ঀ ඇ

⼈ ݇ ඇ
� 重 点 課 題 ଲ Ԣ ϕ ϫ ή ϧ Ϟ の み ଲ ে �

ྃ ඇ

ʕʕࢤࢤڢಉࣆ業γϛʖφึঁ⾦

फ ࢩ ༩ ࢋ ॽ

交 付 ⾦ ʤ $ ʥ

�������

�������

ʤ交付ਅ੧ֻʥ

ඍɻߡ

ଲেܨඇ    ʤ'ʥ

⽬ɻɻɻߴ
⽀ड़༩ࢋ

಼༃න1R�

ଲেܨඇɻɻܯʤ&ʥ

  ඇ
ʤ ଲ ে ࣆ 業 ඇ の ��� Ґ ಼ ʥ

により、਼のࣆ
業ंからの⾒ॽのశ
付がචགྷ

ֻݸ�ଲেܨඇの
ɻɻɻɻɻ̏ʙ̑Ґ಼

ඍ  ߬  ඇ

಼ɻ༃
業फのࣆ、ௌଞึঁʀ間ঁ⾦の໌সやࢤ

ࢋୱՃʀ਼ྖを۫体的にىしてください。

京都府

ʥは交付ଲেするࢬ業ࣰࣆ域のみでࢤ会ʤˠ京都ڢڷௌଞ৾ࢤ

ࣆ 業 फ 

˜˜⼦育てͽろばࢂՅඇʤ���ԃʹ��⼈ʹ��յʥ

ʤˠ京都府࢘⽤ཟʥ
うち、交付ଲেܨඇ
ʤ'ʥのैֻʤԃʥ

ϜϜのためのϝωࢂ࠴ߪՅඇʤ���ԃʹ��⼈ʹ��յʥ

घࡠりϜϩεΥ体ݩϔʖηࢂՅඇʤ���ԃʹ��⼈ʹ�յʥ

ଠ世代交ླྀϗϱφࢂՅඇʤ���ԃʹ��⼈ʹ̏յʥ

ϏϏのためのϝωࢂ࠴ߪՅඇʤ���ԃʹ��⼈ʹ��յʥ

ᨭฟ対象経費計（C）に⋡1/�をࡌてᚓた額（༓円ᮍ‶ษᤞ）

の上限額となります。㔠ࢀࡒࢀࡑி㒔ᗓศと⯆༠ศ、ࡀ

以外にᕷ⏫ᮧ⿵ຓ㔠ࡸẸ㛫ຓᡂ㔠にࡼるධ࠶ࡀり、ධの合計ࡀ対

象経費の合計を超過する場合は、㔠を減額ㄪᩚします。

ᨭฟの内ヂにࡘいては、ྛ㡯┠の合計㔠額のࡳを

記ධし、ヲ⣽の✚算᰿ᣐはู⣬のᨭฟண算内ヂ⾲

（ู⣬㸯－㸲）に記㍕してください。また、సᡂし

たᨭฟண算内ヂ⾲には1R�をࡗた上で、ࠕᨭฟண

算内ヂ⾲1R�ࠖḍにも対ᛂする同ࡌ␒ྕを記ධして

ください。

事ᴗධをぢ㎸ࡴ場合、✚算内ヂࡀわる࠺ࡼに

内ᐜを記ධしてください。⥅⥆的にάືするために

は、様ࠎなධを☜ಖすることࡀ㔜せです。ཧຍᩱ

の⮬ᕫ㈨㔠の☜ಖになࢢࣥࢹࣥࣇࢻ࢘ࣛࢡࡸ

ດめてください。

ᅋ体㐠Ⴀຊྥ上࣒ࣛࢢࣟࣉศをά⏝する

場合は、ᅋ体㐠Ⴀຊྥ上άື計⏬᭩（ู⣬

㸯－㸳）の計算⤖ᯝを記ධしてください。

基本記載不要です。 （収入が支出を超過する場合のみ記入）

収入合計（B)が対象経費計（C)を超過し、対象外経費（事業実施

に必要だが交付金の対象とならない経費）がある場合、市町村補

助金や民間助成金以外の事業収入を、対象外経費に充当すること

ができます。
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令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

（別紙１−�）

1R� 団 体 ໌ ʁɻ

⽀ड़
⽬ߴ ˠफ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬を⼒ʤમʥしてください

ୱՃʤԃʥ ਼ྖ ʤୱҒʥ

うち京都ࢤ域

⾦ֻʤԃʥ 地域ࢬࣰ

ࢩ ड़ ༩ ࢋ ಼ ༃ න

಼ࢋ༃⽀ड़಼༲
ʤՁに⽀ड़するかを݁؈に

してくださいʥى

⽀ड़⽬的
ʤࣆ業ܯժॽの಼༲とଲԢさͦて、

⽀ड़の⽬的ʀཀྵ༟をىしてくださいʥ

ˠ⽀ड़಼༃නは、फ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬ຘにࡠしてください
ˠߨがଏりないは௧Յしてࡠしてくださいʤ௧Յするࡏは਼ࣞに͟қくださいʥ
ˠݬࢶ本にՅえ、ు⼦υʖνもญͦてड़してください

ঘܯ

うち京都ࢤ域಼
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【記載例】 令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

（別紙１−�）

1R� � 団 体 ໌ ʁɻ

⽀ड़
⽬ߴ ˠफ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬を⼒ʤમʥしてください

ୱՃʤԃʥ ਼ྖ ʤୱҒʥ

࣮ࢼ࣮ࢥᏊ⫱࡚┦ㄯࡢࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
㸦�ᅇ�㛫㸧ࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡿࡅ࠾

����� � �㛫� ����� ி㒔ᕷᇦእ

ᡭస࢙ࢩ࣐ࣝࡾᐇࡢ┳ㆤࢵࢱࢫ
㸦�ᅇ�㛫㸧ࣇ

����� � �㛫� ����� ி㒔ᕷᇦእ

������

�

������

ᆅᇦ࡛Ꮚࡶ⫱࡚㝲

ࢩ ड़ ༩ ࢋ ಼ ༃ න

ᅋయᵓᡂဨㅰ㔠

⽀ड़಼༲
ʤՁに⽀ड़するかを݁؈に

してくださいʥى

⽀ड़⽬的
ʤࣆ業ܯժॽの಼༲とଲԢさͦて、

⽀ड़の⽬的ʀཀྵ༟をىしてくださいʥ

಼ࢋ༃
⾦ֻʤԃʥ 地域ࢬࣰ

ㅰ㔠࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝

┳ㆤࣇࢵࢱࢫㅰ㔠

うち京都ࢤ域
ˠ⽀ड़಼༃නは、फ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬ຘにࡠしてください
ˠߨがଏりないは௧Յしてࡠしてくださいʤ௧Յするࡏは਼ࣞに͟қくださいʥ
ˠݬࢶ本にՅえ、ు⼦υʖνもญͦてड़してください

ঘܯ

うち京都ࢤ域಼

ᨭฟண算内ヂ⾲はྛᨭฟ㡯┠ẖにసᡂしてください。

ᙜヱᨭฟの事ᴗのᐇᆅᇦࠕࡀி㒔ᕷᇦ外ࠖࠕி㒔

ᕷᇦ内ࠖのいࢀࡎを㑅ᢥしてください。

సᡂしたᨭฟண算内ヂ⾲のᑠ計ḍと、ᨭண

算᭩（ู⣬㸯－㸱）ྛᨭฟ㡯┠の㔠額ḍを୍⮴

させてください。

$ ᅋ体ᵓᡂဨ以外（外㒊༠ຊ⪅）ᨭᡶ࠺場合

࣭⮫時的な事ᴗ༠ຊに対するㅰ♩

(ͤ༢౯上限㸸1時㛫ᙜたり1円、1᪥ᙜたり5円）

࣭㏻ᖺ事ᴗにおいてᖺ㛫を㏻した事ᴗ༠ຊに対するㅰ♩

(ͤ༢౯上限㸸1時㛫ᙜたり1円、1᭶ᙜたり5円）

% ᅋ体ᵓᡂဨᨭᡶ࠺場合

࣭⮫時的な事ᴗ༠ຊに対するㅰ♩

(ͤ༢౯上限㸸1時㛫ᙜたり1円、1᪥ᙜたり5円）

ͤᅋ体ᵓᡂဨㅰ㔠の場合は、1ྡᙜたり、事ᴗ対象ᮇ㛫୰5円ࡀ上限額です。

ᨭฟண算内ヂ⾲のసᡂに࠶たࡗては、（㸵）対象経費（㸯㸯ࢪ࣮࣌㹼）

対象経費（例）ࠖをཧ↷し、内ヂを具体的に記ධしてください。計⏬ẁࠕ

㝵でࡗ࠶ても㐺ṇな事ᴗつᶍで࠶ることを☜ㄆするᚲせ࠶ࡀりますので、

でࡁるだࡅ具体的にᚲせ最ᑠ限の✚算をお㢪いします。
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【記載例】 令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

（別紙１−�）

1R� � 団 体 ໌ ʁɻ

⽀ड़
⽬ߴ ˠफ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬を⼒ʤમʥしてください

ୱՃʤԃʥ ਼ྖ ʤୱҒʥ

�ㅮᖌ㸦�ᅇࡢㅮᗙࢽ࣑ࡢࡵࡓࡢ࣐࣐
㛫���ᅇ㸧

����� �� �㛫� ������� ி㒔ᕷᇦእ

�ㅮᖌ㸦�ᅇࡢㅮᗙࢽ࣑ࡢࡵࡓࡢࣃࣃ
㛫���ᅇ㸧

����� �� �㛫� ������� ி㒔ᕷᇦእ

ࣇࢵࢱࢫ⫱ಖࡢࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
㸦�ᅇ�㛫��ᅇ㸧

����� �� �㛫� ������ ி㒔ᕷᇦእ

�������

�

�������うち京都ࢤ域
ˠ⽀ड़಼༃නは、फ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬ຘにࡠしてください
ˠߨがଏりないは௧Յしてࡠしてくださいʤ௧Յするࡏは਼ࣞに͟қくださいʥ
ˠݬࢶ本にՅえ、ు⼦υʖνもญͦてड़してください

ঘܯ

うち京都ࢤ域಼

ᆅᇦ࡛Ꮚࡶ⫱࡚㝲

ࢩ ड़ ༩ ࢋ ಼ ༃ න

እ㒊ㅮᖌ➼ㅰ㔠

⽀ड़಼༲
ʤՁに⽀ड़するかを݁؈に

してくださいʥى

⽀ड़⽬的
ʤࣆ業ܯժॽの಼༲とଲԢさͦて、

⽀ड़の⽬的ʀཀྵ༟をىしてくださいʥ

಼ࢋ༃
⾦ֻʤԃʥ 地域ࢬࣰ

ㅮᖌㅰ㔠

ㅮᖌㅰ㔠

ಖ⫱ㅰ㔠

ᨭฟண算内ヂ⾲はྛᨭฟ㡯┠ẖにసᡂしてください。

ᙜヱᨭฟの事ᴗのᐇᆅᇦࠕࡀி㒔ᕷᇦ外ࠖࠕி㒔

ᕷᇦ内ࠖのいࢀࡎを㑅ᢥしてください。

సᡂしたᨭฟண算内ヂ⾲のᑠ計ḍと、ᨭண

算᭩（ู⣬㸯－㸱）ྛᨭฟ㡯┠の㔠額ḍを୍⮴

させてください。

$ ᅋ体ᵓᡂဨ以外（外㒊༠ຊ⪅）ᨭᡶ࠺場合

࣭⮫時的な事ᴗ༠ຊに対するㅰ♩

(ͤ༢౯上限㸸1時㛫ᙜたり1円、1᪥ᙜたり5円）

࣭㏻ᖺ事ᴗにおいてᖺ㛫を㏻した事ᴗ༠ຊに対するㅰ♩

(ͤ༢౯上限㸸1時㛫ᙜたり1円、1᭶ᙜたり5円）

% ᅋ体ᵓᡂဨᨭᡶ࠺場合

࣭⮫時的な事ᴗ༠ຊに対するㅰ♩

(ͤ༢౯上限㸸1時㛫ᙜたり1円、1᪥ᙜたり5円）

ᨭฟண算内ヂ⾲のసᡂに࠶たࡗては、（㸵）対象経費（㸯㸯ࢪ࣮࣌㹼）

対象経費（例）ࠖをཧ↷し、内ヂを具体的に記ධしてください。計⏬ẁࠕ

㝵でࡗ࠶ても㐺ṇな事ᴗつᶍで࠶ることを☜ㄆするᚲせ࠶ࡀりますので、

でࡁるだࡅ具体的にᚲせ最ᑠ限の✚算をお㢪いします。
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【記載例】 令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

（別紙１−�）

1R� � 団 体 ໌ ʁɻ

⽀ड़
⽬ߴ ˠफ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬を⼒ʤમʥしてください

ୱՃʤԃʥ ਼ྖ ʤୱҒʥ

�సᡂ㸦ࢩࣛࢳࡿಀࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
㛫��ᅇ㸧

����� � �㛫� ����� ி㒔ᕷᇦእ

ㄪࡢ➼ࡏᡴྜࡿಀࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
ᩚ⏝ົ㸦�㛫��ᅇ㸧

����� � �㛫� ����� ி㒔ᕷᇦእ

㐠Ⴀᴗົࡢࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
㸦�㛫���ᅇ㸧

����� �� �㛫� ������ ி㒔ᕷᇦእ

࣐࣐ࠕࡢ࡛࣮ࢱࣥࢭᕷᏊ⫱࡚ᨭۑۑ
ᗈሗάື㸦�㛫ࡢㅮᗙࠖࢽ࣑ࡢࡵࡓࡢ
��ᅇ㸧

����� � �㛫� ����� ி㒔ᕷᇦእ

ᴗࡢᨭィ⟬࡞ィົ㸦�㛫�
�ᅇ㸧

����� � �㛫� ����� ி㒔ᕷᇦእ

㐠Ⴀᴗົࡢㅮᗙࢽ࣑ࡢࡵࡓࡢ࣐࣐
㸦�㛫���ᅇ㸧

����� �� �㛫� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
ᴗ⤖ᯝ㈨ᩱࡢసᡂ㸦�㛫��ᅇ㸧

����� � �㛫� ����� ி㒔ᕷᇦእ

ㅮᗙࢽ࣑ࡢࡵࡓࡢ࣐࣐
ᴗ⤖ᯝ㈨ᩱࡢసᡂ㸦�㛫��ᅇ㸧

����� � �㛫� ����� ி㒔ᕷᇦእ

㐠Ⴀᴗົࡢㅮᗙࢽ࣑ࡢࡵࡓࡢࣃࣃ
㸦�㛫���ᅇ㸧

����� �� �㛫� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ㅮᗙࢽ࣑ࡢࡵࡓࡢࣃࣃ
ᴗ⤖ᯝ㈨ᩱࡢసᡂ㸦�㛫��ᅇ㸧

����� � �㛫� ����� ி㒔ᕷᇦእ

�������

�

�������

ᆅᇦ࡛Ꮚࡶ⫱࡚㝲

ࢩ ड़ ༩ ࢋ ಼ ༃ න

ே௳㈝

⽀ड़಼༲
ʤՁに⽀ड़するかを݁؈に

してくださいʥى

⽀ड़⽬的
ʤࣆ業ܯժॽの಼༲とଲԢさͦて、

⽀ड़の⽬的ʀཀྵ༟をىしてくださいʥ

಼ࢋ༃
⾦ֻʤԃʥ 地域ࢬࣰ

๓ㄪᩚ

๓ㄪᩚ

ᙜ᪥㐠Ⴀ

ᗈሗάື

ィົ

ᙜ᪥㐠Ⴀ

ᴗሗ࿌

ᴗሗ࿌

ᙜ᪥㐠Ⴀ

ᴗሗ࿌

ঘܯ

うち京都ࢤ域಼

うち京都ࢤ域
ˠ⽀ड़಼༃නは、फ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬ຘにࡠしてください
ˠߨがଏりないは௧Յしてࡠしてくださいʤ௧Յするࡏは਼ࣞに͟қくださいʥ
ˠݬࢶ本にՅえ、ు⼦υʖνもญͦてड़してください

࣭༢౯上限㸸1᪥ᙜたり1円

࣭άື1᪥ᙜたり1ྡศのࡳ対象

（てᐇする場合ࡌᖺ㛫を㏻）ࠒ上限額ࠑ

Ꮚ⫱て、せ㓄៖⪅ᨭ࣭࣭50円

㜵⅏࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭12円

ከᩥඹ⏕࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭25円

⛣ఫಁ㐍࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭25円

ᨭฟண算内ヂ⾲はྛᨭฟ㡯┠ẖにసᡂしてください。

ᙜヱᨭฟの事ᴗのᐇᆅᇦࠕࡀி㒔ᕷᇦ外ࠖࠕி㒔ᕷ

ᇦ内ࠖのいࢀࡎを㑅ᢥしてください。

సᡂしたᨭฟண算内ヂ⾲のᑠ計ḍと、ᨭண

算᭩（ู⣬㸯－㸱）ྛᨭฟ㡯┠の㔠額ḍを୍⮴

させてください。

ᨭฟண算内ヂ⾲のసᡂに࠶たࡗては、（㸵）対象経費（㸯㸯ࢪ࣮࣌㹼）

対象経費（例）ࠖをཧ↷し、内ヂを具体的に記ධしてください。計⏬ẁ㝵ࠕ

でࡗ࠶ても㐺ṇな事ᴗつᶍで࠶ることを☜ㄆするᚲせ࠶ࡀりますので、でࡁ

るだࡅ具体的にᚲせ最ᑠ限の✚算をお㢪いします。
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【記載例】 令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

（別紙１−�）

1R� � 団 体 ໌ ʁɻ

⽀ड़
⽬ߴ ˠफ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬を⼒ʤમʥしてください

ୱՃʤԃʥ ਼ྖ ʤୱҒʥ

ㅮᖌࡢㅮᗙࢽ࣑ࡢࡵࡓࡢ࣐࣐
۵۵㟁㌴۵ࠉ㥐㹼ڧ㥐㸦 㸧

����� �� �ᅇ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ㅮᖌࡢㅮᗙࢽ࣑ࡢࡵࡓࡢࣃࣃ
۵۵㟁㌴۵ࠉ㥐㹼ڧ㥐㸦 㸧

����� �� �ᅇ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ࣇࢵࢱࢫ⫱ಖࡢࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
۵۵㟁㌴۵ࠉ㥐㹼ڧ㥐㸦 㸧

��� � �ᅇ� ����� ி㒔ᕷᇦእ

ࣇࢵࢱࢫ⏕Ꮫࡢࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
۵۵㟁㌴۵ࠉ㥐㹼ڧ㥐㸦 㸧

��� � �ᅇ� ����� ி㒔ᕷᇦእ

������

�

������

ᆅᇦ࡛Ꮚࡶ⫱࡚㝲

ࢩ ड़ ༩ ࢋ ಼ ༃ න

እ㒊ㅮᖌ➼᪑㈝

⽀ड़಼༲
ʤՁに⽀ड़するかを݁؈に

してくださいʥى

⽀ड़⽬的
ʤࣆ業ܯժॽの಼༲とଲԢさͦて、

⽀ड़の⽬的ʀཀྵ༟をىしてくださいʥ

಼ࢋ༃
⾦ֻʤԃʥ 地域ࢬࣰ

ㅮᖌ᪑㈝

ㅮᖌ᪑㈝

ಖ⫱ࣇࢵࢱࢫ᪑㈝

Ꮫ⏕ࣇࢵࢱࢫ᪑㈝

ঘܯ

うち京都ࢤ域಼

うち京都ࢤ域
ˠ⽀ड़಼༃නは、फ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬ຘにࡠしてください
ˠߨがଏりないは௧Յしてࡠしてくださいʤ௧Յするࡏは਼ࣞに͟қくださいʥ
ˠݬࢶ本にՅえ、ు⼦υʖνもญͦてड़してください

ᨭฟண算内ヂ⾲はྛᨭฟ㡯┠ẖにసᡂしてください。

ᙜヱᨭฟの事ᴗのᐇᆅᇦࠕࡀி㒔ᕷᇦ外ࠖࠕி㒔ᕷ

ᇦ内ࠖのいࢀࡎを㑅ᢥしてください。

సᡂしたᨭฟண算内ヂ⾲のᑠ計ḍと、ᨭண

算᭩（ู⣬㸯－㸱）ྛᨭฟ㡯┠の㔠額ḍを୍⮴

させてください。

ͤᅋ体ᵓᡂဨ᪑費をᨭᡶ࠺場合はู㏵、ᨭฟண算内ヂ⾲をసᡂしてください。

なお、ᅋ体ᵓᡂဨ᪑費にࡘいては、10円ࡀ上限額です。

༢౯上限㸸බඹ㏻ᶵ㛵⏝のᐇ費┦ᙜ額

ͤཎ๎、බඹ㏻ᶵ㛵をご⏝ください。

ᅋ体ᵓᡂဨの᪑費にࡘいては、᪑費ཷ㡿᭩をῧすることで⿵㊊㈨ᩱとするこ

とࡀでࡁます。（ヲ⣽は㸯㸳ࢪ࣮࣌）

ᨭฟண算内ヂ⾲のసᡂに࠶たࡗては、（㸵）対象経費（㸯㸯ࢪ࣮࣌㹼）ࠕ対

象経費（例）ࠖをཧ↷し、内ヂを具体的に記ධしてください。計⏬ẁ㝵でࡗ࠶

ても㐺ṇな事ᴗつᶍで࠶ることを☜ㄆするᚲせ࠶ࡀりますので、でࡁるだࡅ具

体的にᚲせ最ᑠ限の✚算をお㢪いします。
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【記載例】 令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

（別紙１−�）

1R� � 団 体 ໌ ʁɻ

⽀ड़
⽬ߴ ˠफ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬を⼒ʤમʥしてください

ୱՃʤԃʥ ਼ྖ ʤୱҒʥ

ᡭస࢙ࢩ࣐ࣝࡾ
ሙ⏝ᩱ

����� � �ᅇ� ����� ி㒔ᕷᇦእ

ࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
༳ๅ⏝⣬௦ࢩࣛࢳ

�� ��� �ᯛ� ����� ி㒔ᕷᇦእ

ࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
ᐊෆ㐟ලࣞࣥࣝࢱ௦

������ �� �᭶࢝� ������� ி㒔ᕷᇦእ

ࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
ົᾘ⪖ရ㈝㸦ᑒ⟄࣮ࢸࠊࡾࡢࠊ
ල➼㸧ᩥࠊࣉ

����� �
ࢵࢭ�
�ࢺ

����� ி㒔ᕷᇦእ

ᡭస࢙ࢩ࣐ࣝࡾ
ົᾘ⪖ရ㈝㸦ᢡࡾ⣬ࠊⰍ⣬➼㸧

����� �
ࢵࢭ�
�ࢺ

����� ி㒔ᕷᇦእ

ࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
༳ๅ≀㸦࣭ࢩࣛࢳᏊ㸧ಀࡿ༳
ๅ㈝㸦�����㒊㸧

������ � �ᘧ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ㅮᗙࢽ࣑ࡢࡵࡓࡢ࣐࣐
༳ๅ≀㸦࣭ࢩࣛࢳᏊ㸧ಀࡿ༳
ๅ㈝㸦�����㒊㸧

������ � �ᘧ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ㅮᗙࢽ࣑ࡢࡵࡓࡢࣃࣃ
༳ๅ≀㸦࣭ࢩࣛࢳᏊ㸧ಀࡿ༳
ๅ㈝㸦�����㒊㸧

������ � �ᘧ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ᡭస࢙ࢩ࣐ࣝࡾ
༳ๅ㈝㸦�����㒊㸧ࡿಀࢩࣛࢳ

������ � �ᘧ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ከୡ௦ὶࢺࣥ࣋
༳ๅ㈝㸦�����㒊㸧ࡿಀࢩࣛࢳ

������ � �ᘧ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
ಖ㝤ᩱࢸࣥࣛ࣎

����� �� �ཱྀ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
㠀᥋ゐᆺయ ィ㉎ධ㈝

����� � �ྎ� ����� ி㒔ᕷᇦእ

ᾘẘᾮࣝ࢜ࢱ࣮ࣃ࣮࣌ࠊ➼㉎ධ㈝ ������ �
ࢵࢭ�
�ࢺ

������ ி㒔ᕷᇦእ

�������

�

�������

ঘܯ

うち京都ࢤ域಼

うち京都ࢤ域
ˠ⽀ड़಼༃නは、फ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬ຘにࡠしてください
ˠߨがଏりないは௧Յしてࡠしてくださいʤ௧Յするࡏは਼ࣞに͟қくださいʥ
ˠݬࢶ本にՅえ、ు⼦υʖνもญͦてड़してください

ឤᰁᑐ⟇⤒㈝

ឤᰁᑐ⟇⤒㈝

ᆅᇦ࡛Ꮚࡶ⫱࡚㝲

ࢩ ड़ ༩ ࢋ ಼ ༃ න

༳ๅ㈝

ሙ㈝

ᗈሗ⤒㈝

௦ࣝࢱࣥࣞ

ົᾘ⪖ရ㈝

ಖ㝤ࢸࣥࣛ࣎
ᩱ

༳ๅ㈝

༳ๅ㈝

ົᾘ⪖ရ㈝

༳ๅ㈝

༳ๅ㈝

ㅖ㈝

⽀ड़಼༲
ʤՁに⽀ड़するかを݁؈に

してくださいʥى

⽀ड़⽬的
ʤࣆ業ܯժॽの಼༲とଲԢさͦて、

⽀ड़の⽬的ʀཀྵ༟をىしてくださいʥ

಼ࢋ༃
⾦ֻʤԃʥ 地域ࢬࣰ

ᨭฟண算内ヂ⾲はྛᨭฟ㡯┠ẖにసᡂしてください。

ᙜヱᨭฟの事ᴗのᐇᆅᇦࠕࡀி㒔ᕷᇦ外ࠖࠕி㒔

ᕷᇦ内ࠖのいࢀࡎを㑅ᢥしてください。

సᡂしたᨭฟண算内ヂ⾲のᑠ計ḍと、

ᨭண算᭩（ู⣬㸯－㸱）ྛᨭฟ㡯┠の

㔠額ḍを୍⮴させてください。

ᨭฟண算内ヂ⾲のసᡂに࠶たࡗては、（㸵）対

象経費（㸯㸯ࢪ࣮࣌㹼）ࠕ対象経費（例）ࠖをཧ

↷し、内ヂを具体的に記ධしてください。計⏬ẁ

㝵でࡗ࠶ても㐺ṇな事ᴗつᶍで࠶ることを☜ㄆす

るᚲせ࠶ࡀりますので、でࡁるだࡅ具体的にᚲせ

最ᑠ限の✚算をお㢪いします。
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【記載例】 令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

（別紙１−�）

1R� � 団 体 ໌ ʁɻ

⽀ड़
⽬ߴ ˠफ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬を⼒ʤમʥしてください

ୱՃʤԃʥ ਼ྖ ʤୱҒʥ

ࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
༳ๅ≀㸦࣭ࢩࣛࢳᏊ㸧ಀࢹࡿ
㈝ࣥࢨ

������ � �ᘧ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ᡭస࢙ࢩ࣐ࣝࡾ
㈝ࣥࢨࢹࡿಀࢩࣛࢳ

������ � �ᘧ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
+3సᡂ㈝

������ � �௳� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
㞟⦆⏬ືࡢࡵࡓࡿࡍసᡂࢆ⏬35ື
㈝

������ � �௳� ������ ி㒔ᕷᇦእ

ࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
ᆅᇦሗㄅᥖ㍕ᩱ

����� �� �᭶࢝� ������ ி㒔ᕷᇦእ

�������

�

�������

ᆅᇦ࡛Ꮚࡶ⫱࡚㝲

ࢩ ड़ ༩ ࢋ ಼ ༃ න

እὀ㈝

⽀ड़಼༲
ʤՁに⽀ड़するかを݁؈に

してくださいʥى

⽀ड़⽬的
ʤࣆ業ܯժॽの಼༲とଲԢさͦて、

⽀ड़の⽬的ʀཀྵ༟をىしてくださいʥ

಼ࢋ༃
⾦ֻʤԃʥ 地域ࢬࣰ

㈝ࣥࢨࢹ

㈝ࣥࢨࢹ

ᴗ3+ࡢసᡂ㈝

35ື⏬సᡂ㈝

ᗈ࿌㈝⏝

ঘܯ

うち京都ࢤ域಼

うち京都ࢤ域
ˠ⽀ड़಼༃නは、फ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬ຘにࡠしてください
ˠߨがଏりないは௧Յしてࡠしてくださいʤ௧Յするࡏは਼ࣞに͟қくださいʥ
ˠݬࢶ本にՅえ、ు⼦υʖνもญͦてड़してください

外注費は、対象経費の1/2以内ࡀ上限額です。

1௳ᙜたり5円以上（⛯㎸）の場合は、」ᩘの事ᴗ⪅ࡽのぢ✚ࡀᚲせで

す。

ຍ࠼て、外注ࡀᚲせな⌮⏤ࡀわる࠺ࡼにࠕᨭฟ┠的ࠖḍを記ධしてくだ

さい。

ᨭฟண算内ヂ⾲はྛᨭฟ㡯┠ẖにసᡂしてください。

ᙜヱᨭฟの事ᴗのᐇᆅᇦࠕࡀி㒔ᕷᇦ外ࠖࠕி㒔

ᕷᇦ内ࠖのいࢀࡎを㑅ᢥしてください。

సᡂしたᨭฟண算内ヂ⾲のᑠ計ḍと、ᨭண

算᭩（ู⣬㸯－㸱）ྛᨭฟ㡯┠の㔠額ḍを୍⮴

させてください。

ᅋ体にࡘいて⤂するࢪ࣮࣒࣮࣌࣍をసᡂ

する場合は、ᅋ体㐠Ⴀຊྥ上࣒ࣛࢢࣟࣉに計

上してください。

ᨭฟண算内ヂ⾲のసᡂに࠶たࡗては、（㸵）対象経費（㸯㸯ࢪ࣮࣌㹼）

対象経費（例）ࠖをཧ↷し、内ヂを具体的に記ධしてください。計⏬ẁ㝵ࠕ

でࡗ࠶ても㐺ṇな事ᴗつᶍで࠶ることを☜ㄆするᚲせ࠶ࡀりますので、でࡁ

るだࡅ具体的にᚲせ最ᑠ限の✚算をお㢪いします。
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【記載例】 令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

（別紙１−�）

1R� � 団 体 ໌ ʁɻ

⽀ड़
⽬ߴ ˠफ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬を⼒ʤમʥしてください

ୱՃʤԃʥ ਼ྖ ʤୱҒʥ

ᡭసࡢ࡛࢙ࢩ࣐ࣝࡾᕤస࣮࣡ࢡ
㈝ᮦᩱࣉࢵࣙࢩ
㸦సရࢆᣢࡕᖐࡿሙྜ㸧

����� � �ᘧ� ����� ி㒔ᕷᇦእ

ᘚᙜཬࡢ⏝ㅮᖌࡤࢁࡦ࡚⫱Ꮚڹڹ
㣧ᩱỈ௦ࡧ

����� � �ಶ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

⇕୰ண㜵⏝ࡢ㣧ᩱỈ ��� �� �ಶ� ����� ி㒔ᕷᇦእ

ඛ㐍ㄪᰝ㛵ࡿࡍ᪑㈝㸦ᮾ
ி㸧

������ � �ᅇ� ������ ி㒔ᕷᇦእ

◊ಟಀࡿ᪑㈝㸦㜰㸧 ����� � �ᘧ� ����� ி㒔ᕷᇦእ

������

�

������

ᆅᇦ࡛Ꮚࡶ⫱࡚㝲

ࢩ ड़ ༩ ࢋ ಼ ༃ න

ᑐ㇟እ⤒㈝

⽀ड़಼༲
ʤՁに⽀ड़するかを݁؈に

してくださいʥى

⽀ड़⽬的
ʤࣆ業ܯժॽの಼༲とଲԢさͦて、

⽀ड़の⽬的ʀཀྵ༟をىしてくださいʥ

಼ࢋ༃
⾦ֻʤԃʥ 地域ࢬࣰ

ᮦࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡
ᩱ㈝

㣗ᩱ㈝

㣗ᩱ㈝

どᐹ᪑㈝

ி㒔ᗓእࡢ᪑㈝

ঘܯ

うち京都ࢤ域಼

うち京都ࢤ域
ˠ⽀ड़಼༃නは、फ⽀༩ࢋॽの⽀ड़ߴ⽬ຘにࡠしてください
ˠߨがଏりないは௧Յしてࡠしてくださいʤ௧Յするࡏは਼ࣞに͟қくださいʥ
ˠݬࢶ本にՅえ、ు⼦υʖνもญͦてड़してください

対象外経費ḍはཎ๎記㍕せです。

ただし、ධ合計ࡀ対象経費合計を超過する場合は、ᨭண算᭩（ู⣬㸯－㸱）対象外経費

（D）の㔠額ḍに記㍕ください（㸲㸵ࠕࢪ࣮࣌（㸯）対象外経費のྲྀᢅいࠖをཧ↷）。

ᨭฟண算内ヂ⾲はྛᨭฟ㡯┠ẖにసᡂしてください。

ᙜヱᨭฟの事ᴗのᐇᆅᇦࠕࡀி㒔ᕷᇦ外ࠖࠕி㒔

ᕷᇦ内ࠖのいࢀࡎを㑅ᢥしてください。

ᮏ様ᘧは、対象事ᴗのᐇにせする経費の内、⿵ຓ対象外となる経費の

。を記㍕してくださいࡳ

ᅋ体の経ᖖ的経費にヱᙜするᨭฟは、対象事ᴗのᐇにせする経費と␗

なりますので、ᮏ様ᘧに記㍕しないでください。

（例）ᐙ㈤、᭶ᴟ㥔㌴場௦、事ົᡤ➼のග⇕Ỉ費、㟁ヰࢺࢵࢿࡸᅇ⥺に

➼る㏻ಙ費、ᅋ体内㒊のᐃ例場費
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令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

�別紙１−��

団体໌ʁ
交付⾦ࣆ業ࣰࢬ地域ʁ

ୱՃ
ʤԃʥ

਼ྖ ʤୱҒʥ

˛ 交付ਅ੧ֻʤ団体ӣӨ⼒ϕϫήϧϞʥ  

京都府 ԃ
会ڢڷௌଞ৾ࢤ ԃ

ˠۢのཟには、ҐԾのいͥれかをىしてください。
ᶅ 各झঁ⾦ਅ੧やࣁ⾦ୣにؖするՊからの指
ᶆ 団体の৶⽤⼒のための取組ʤྭʁ団体ๅのޮʽϙʖϞϘʖζࡠ、ࡠ⼦ʾ、活動಼༲のන会ʽๅࠄ会ʾの࠷、ؖؽंࢀがࣰ
ɻ ࢬする社会的ৄの取ಚや組৭Ճʥ
ᶇ 団体ӣӨにؖするָस会の࠷ʤྭʁࣁ⾦の֭ಚ、⼈ࡒ育、ࣆ業のΨϱϧϱԿʥ
ᶈ 活動ࣰࢬにචགྷなٗसಚ活動ʤただし֪ࣁ⼈ݺのणݩඇ⽤をঈくʥ
ᶉ 団体ߑҽのูॄ活動

団体ӣӨ⼒活動ܯժॽ

ܯ

಼ࢋ༃ ༩ֻࢋ
ʤԃʥ

ۢ ⽀ड़಼༲಼ࣰࢬ༲
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【記載例】 令和�年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ɻਅ੧ॽྪ

�別紙１−��

団体໌ʁ
交付⾦ࣆ業ࣰࢬ地域ʁ ி㒔ᕷእࡴྵࢆ

ୱՃ
ʤԃʥ

਼ྖ ʤୱҒʥ

ճ
Ᏻࡢࡵࡓࡢᨾ㜵Ṇࡢ㛤ദࢺࣥ࣋
⟶⌮◊ಟࡢ㛤ദ㸦�᭶୰㸧

ㅮᖌㅰ㔠 ����� � �㛫� ������

ճ
Ᏻࡢࡵࡓࡢᨾ㜵Ṇࡢ㛤ദࢺࣥ࣋
⟶⌮◊ಟࡢ㛤ദ㸦�᭶୰㸧

ሙ㈝㸦‽ഛྵࡴ㸧 ����� � �㛫� ������

յ άື࣓࣮ࣥࣂເ㞟ࢩࣛࢳసᡂ ༳ๅ㈝ �� ��� �ᯛ� �����

������

˛ 交付ਅ੧ֻʤ団体ӣӨ⼒ϕϫήϧϞʥ  

京都府 ������ ԃ
会ڢڷௌଞ৾ࢤ ������ ԃ

ˠۢのཟには、ҐԾのいͥれかをىしてください。
ᶅ  各झঁ⾦ਅ੧やࣁ⾦ୣにؖするՊからの指
ᶆ  団体の৶⽤⼒のための取組ʤྭʁ団体ๅのޮʽϙʖϞϘʖζࡠ、ࡠ⼦ʾ、活動಼༲のන会ʽๅࠄ会ʾの࠷、ؖؽंࢀがࣰ
ɻ  ࢬする社会的ৄの取ಚや組৭Ճʥ
ᶇ  団体ӣӨにؖするָस会の࠷ʤྭʁࣁ⾦の֭ಚ、⼈ࡒ育、ࣆ業のΨϱϧϱԿʥ
ᶈ  活動ࣰࢬにචགྷなٗसಚ活動ʤただし֪ࣁ⼈ݺのणݩඇ⽤をঈくʥ
ᶉ  団体ߑҽのูॄ活動

団体ӣӨ⼒活動ܯժॽ

ᆅᇦ࡛Ꮚࡶ⫱࡚㝲

ܯ

಼ࢋ༃ ༩ֻࢋ
ʤԃʥ

ۢ ⽀ड़಼༲಼ࣰࢬ༲

㔠申請事ᴗをᐇする
ᆅᇦࠕࡀி㒔ᕷ内のࠕࠖࡳி
㒔ᕷ外をྵࠖࡴのいࢀࡎを
㑅ᢥしてください。

ᅋ体㐠Ⴀຊྥ上࣒ࣛࢢࣟࣉศとし
てᐇする内ᐜを⾲の下の༊ศࡽ
㑅ᢥし、ᐇ内ᐜࡸᨭฟの内ᐜ、✚
算内ヂࡀわる࠺ࡼに記ධしてくだ
さい。

ண算ࠕࡧ㔠事ᴗᐇᆅᇦࠖཬࠕ
額ࠖをඖに⮬ື計算さࢀますので、計算
⤖ᯝをᨭண算᭩（ู⣬㸯－㸱）の下ḍ
に㌿記してください。

ᅋ体にࡘいて⤂する࣮࣒࣮࣌࣍
をసᡂする場合は、ᅋ体㐠Ⴀຊྥࢪ
上࣒ࣛࢢࣟࣉに、事ᴗにࡘいて⤂
するࢪ࣮࣒࣮࣌࣍をసᡂする場合は、
外注費に計上してください。
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令和 � 年ౕ地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦ ਅ੧ॽྪ 

（別紙１−６） 
৾  ࠴   ғ བ ॽ

令和  年  ⽉  ⽇ 
京都府எࣆ  ༹

団  体  ໌

ॶ ࡑ 地
 l

代
表
者

ༀ ৮  
りがな  

ࢱ ໌  

京都府地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦については、Ծ࠴ىに৾りࠒんでください。 

ˠ ࠴ๅにޣΕ͍͗るͳ৾ࠒͳ͵ΕΉすので、ॉに֮のى願います。 
 ɣ Αうちょ۞ߨのは、ଠの⾦༧ؖؽからの৾ࠒのࡏにཤ⽤する「వ໌ʀ༮⾦झ⽬ʀ࠴൬ߺ」をى願います。

⾦༧ؖؽ  ໌  

⽀ వ ໌  

झพ࠴   ௪ ʀ ࠴
ߺ൬࠴   

 ⼈ٝ໌࠴
�ϓ Ϩ Ϊ ψ� 

җ  য় 
。て͚ͫ͠͏͢ࡎىͺචͥਕ͗ରେනंͳҡ͵るٝ໌࠴

令和  年  ⽉  ⽇
җंʤਅ੧団体ʥ 

団 体 ໌ʁ 
代නं৮໌ʁ 
ࢱ  ໌ʁ 

 京都府地域交ڻϕϫζΥέφ交付⾦のणにؖするݸݘをԾىのंにҗします。 

णंʤٝ໌࠴⼈ʥ 

住  ॶʁ 
ࢱ  ໌ʁ

༳

45



記載例                         令和 5 年度地域交響プロジェクト交付金 申請書類 

（別紙１－６） 
口 座 振 替 依 頼 書

令和５年４月１０日 
京都府知事 様 

団  体  名 地域で子ども育て隊 

所 在 地
〒000-0000

○○市□□町1-1-1 

○○ビル201 

代
表
者

役 職 代表 

ふりがな ちいき ひびき 

氏 名 地域 響 

京都府地域交響プロジェクト交付金については、下記口座に振り込んでください。 

※ 口座情報に誤りがあると振込不能となりますので、十分に確認の上記入願います。 
※ ゆうちょ銀行の場合は、他の金融機関からの振込の際に利用する「店名・預金種目・口座番号」を記入願います。

金融機関名 ○×□銀行 

支 店 名 □□支店 

口 座 種 別 普通 ・ 当座
口 座 番 号 0000000 

口座名義人 
(フ リ ガ ナ)

チイキデコドモソダテタイ カイケイ キョウト タロウ

委 任 状 
口座名義人が団体代表者と異なる場合等は必ず記載してください。

令和５年○月○日 
委任者（申請団体） 

団 体 名： 地域で子ども育て隊

代表者職名： 代表

氏  名： 地域 響

 京都府地域交響プロジェクト交付金の受領に関する権限を下記の者に委任します。 

受任者（口座名義人） 

住  所： ○○市□□町2-2-2 メゾン△△803

氏  名： 地域で子ども育て隊 会計 京都 太郎

団体に関する内容は、全て交付申請書（第１号
様式）のとおりに記載してください。

口座名義人が申請団体名と異なる場合や、会計担

当など代表者が異なる場合、また代表者個人の口座

名義の場合は、下記の委任状が必要となります。

口座名義人が団体名のみの口座は、委任状の記入

は不要です。

 口座番号、口座名義人等の口座情報は正確に記入してください。

誤りがあると振込不能となります。また、申請後口座情報を変更

されたにもかかわらず府への届出がなく、振込不能となる事例も

ありますので、必ず変更した時点でご連絡をお願いします。

法人の場合は代表者印（代表者印がな

い場合は法人印及び代表者の個人印）、

任意団体の場合は代表者の個人印のみ

を押印してください。
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Ჰ 記載ʙに᧙する注ॖໜ
（１）対象外経費のӕৢい

̏ɻफɻ

⽬ɻߴ ⾦ ֻ�ԃ� ඍɻߡ

�������

�������

ࢤ ௌ ଞ ึ ঁ ⾦ �������

ࣆ 業 फ  �������

फܯʤ%ʥōōō⽀ड़ܯʤ(ʥと⼀すること ���������

̐ɻࢩɻड़ɻʤߴ⽬͟とに⽀ड़༩಼ࢋ༃නをพశ付ʥ

⾦ ֻ�ԃ�
うち、京都ࢤ域಼

ֻࢬࣰ
京都ࢤ域

ֻࢬࣰ

� ������� �������

̑ɻଲেܨඇɻʤफが⽀ड़をգするのみىʥ

⾦ ֻ�ԃ�
うち、京都ࢤ域಼

ֻࢬࣰ
京都ࢤ域

ֻࢬࣰ

� ������� �������

⽀ड़ܯʤ(ʥʁ�&のӊཟ�ʶ�'のӊཟ� ���������

फ ࢩ ༩ ࢋ ॽ

交 付 ⾦ ʤ $ ʥ

ʕʕࢤࢤڢಉࣆ業γϛʖφึঁ⾦

ଲেܨඇ   ʤ'ʥ

⽬ɻɻɻߴ

ˠ̏、̐、４のଢ಼はචͥىしてください。
ɻ̑は֚ののみىがචགྷです。

ඍɻߡ

⽬ɻɻɻߴ

交付ི
̏�̑

಼ɻ༃
ୱՃʀ਼ྖをࢋ業फのࣆ
۫体的にىしてください。

京都府

ʥは交付ଲেするࢬ業ࣰࣆ域のみでࢤ会ʤˠ京都ڢڷௌଞ৾ࢤ

ඍɻߡ

ଲেܨඇɻɻܯʤ&ʥ

˕˕ͽろばࢂՅඇʤ�����ԃʹ���⼈、�����ԃʹ���⼈ʥ

è 注ॖໜ

ஜʩ˄金の対象となǒない経費（対象外経費）のӕৢいについては、以下のとおり

となります。

ȷӓૅʖ算書（３３ȚȸǸ）の対象外経費（&）ഇは、ҾЩ記載ɧᙲです。

ȷたƩし、ӓ入の合計が対象経費の合計を超過する場合は、超過する額をʩ˄額Ɣǒ

ถ額しますが、対象外経費がƋる場合については、ࠊထᙀя金Ǎൟ᧓я金以外

のʙಅӓ入を、対象外経費にΪ࢘するƜとがでƖます。 

ȷӓૅʖ算書（３３ȚȸǸ）の対象外経費（&）ഇに記載の上、Кᡦ対象外経費の内

ᚪሁを確ᛐするƜとがでƖるૅЈʖ算内ᚪᘙをƝ੩ЈいたƩƘƜとで、ʙಅӓ入を

対象外経費にΪ࢘するƜととし、ʩ˄額をถ額しないƜとがでƖます。 

＜ӓૅʖ算書ǤȡȸǸ＞ 

Ĭӓ入合計（12� ɢό）が

対象経費（�� ɢό）を超過

しているたǊ、超過している

分はʩ˄金Ɣǒのถ額の対象

となります。 

ĭたƩし、対象外経費がƋる

場合は、ʙಅӓ入のɟᢿを対

象外経費にΪ࢘するƜとがで

Ɩますので、ʩ˄金のถ額と

はなりまƤǜ。 
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（２）謝金の上限額が超過した場合における申請書の記載方法について

謝金の上限額については、対象経費（C）の 1/� 以内となります。上限額が超過した場

合、謝金の計算方法については以下のとおりです。また、超過分は、対象外経費（Ｄ）に

なります。 

１．謝金の上限額が超過した場合（例） 

＜謝金の上限額の計算方法＞ 

 謝金以外の経費（人件費、旅費、諸費、備品購入費、外注費）の合計額の 

1/2 を謝金と同額にすれば、謝金は対象経費（C）の 1/� となります。 

２．計算後における申請書記載例（確定版） 

＜対象外経費(Ｄ)＞

�00,000－�50,000＝�50,000 

対象外経費(D) 

＜上記事例の具体的な計算方法＞

ㅰ㔠以外の合計額 �00,000 円(★）×1/2＝ 

ㅰ㔠上限額 イ �50,000 円 

この場合 

1,050,000×1/�＝�50,000 

申請時 

合計 �00,000 円（★） 

ㅰ㔠の上限額 

ㅰ㔠 

＜ㅰ㔠の上限額（超過）＞

1,500,000×1/�＝500,000＜�00,000 円 

ただし、上記の上限額に合わせてㅰ㔠を減額する

と、対象経費も同様に減少するため、1/� 以内に

はなりません。最終的な上限額の計算方法は以下

のとおりとなりますのでご留意ください。 

対象経費(C) 

上限額 対象経費(C) 

ㅰ㔠の上限額 

ア

ㅰ㔠 

ア イ

イ
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（３）外注費の上限額が超過した場合における申請書の記載方法について

外注費の上限額については、対象経費（C）の 1/2 以内となります。上限額が超過した

場合、外注費の計算方法については以下のとおりです。また、超過分は、対象外経費（Ｄ）

になります。 

１．外注費の上限額が超過した場合（例） 

＜外注費の上限額の計算方法＞ 

 外注費以外の経費（謝金、人件費、旅費、諸費、備品購入費）の合計額 

と外注費を同額にすれば、外注費は対象経費（C）の 1/2 となります。 

２．計算後における申請書記載例（確定版） 

＜対象外経費(Ｄ)＞

1,500,000－500,000＝1,000,000 

＜外注費の上限額（超過）＞

2,000,000×1/2＝1,000,000＜1,500,000 円 

ただし、上記の上限額に合わせて外注費を減額す

ると、対象経費も同様に減少するため、1/2 以内に

はなりません。最終的な上限額の計算方法は以下

のとおりとなりますのでご留意ください。 

上限額 

申請時 

対象経費(C) 

対象外経費(D) 

ア

外注費 

外注費の上限額

＜上記事例の具体的な計算方法＞

外注費以外の合計額 500,000 円(★)＝ 

外注費上限額 イ 500,000 円 

この場合 

1,000,000×1/2＝500,000 

外注費の上限額

対象経費(C) 

合計 500,000 円(★） 

ア

イ

イ

外注費の上限額
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７ パートナーシップセンター所在地・連絡先 
府内各パートナーシップセンターにおいては、交付金以外にもみなさんの活動を支える、様々

なセミナーやミーティングなどの企画・運営を行っております。詳細は府HPをご確認、又は下記

窓口までお問合せください。 

 

府庁NPOパートナーシップセンター（文化生活部 文化生活総務課） 

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

℡075-414-4212 FAX075-414-4230 

山城 NPO パートナーシップセンター（山城広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒611-0021 宇治市宇治若森7-6 

℡・FAX0774-22-5122 

京都丹波パートナーシップセンター（南丹広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒621-0851 亀岡市荒塚町１丁目4－1 

℡077１-24-8430 FAX077１-24-4683 

中丹パートナーシップセンター（中丹広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒625-0036 舞鶴市字浜2020 

℡0773-62-2031 FAX0773-63-8495 

丹後NPOパートナーシップセンター（丹後広域振興局 地域連携・振興部 企画・連携推進課） 

〒627-8570 京丹後市峰山町丹波 855 

℡ 090‐5159‐5952 FAX 0772-62-5894 

対応時間：8:30～17:15 （土日祝日、年末年始 12/29～1/3 を除きます） 
 

 
★地域交響プロジェクトのホームページ 

https://www.pref.kyoto.jp/chiikikokyo/index.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

・地域力メーリングリストに参加しませんか？ 

 京都府では、他団体の方々との様々な情報発信の場として、「地域力メーリングリス

ト」を運営しています。府の地域活動関係者等約 2,000 人が参加するメーリングリスト

に参加して、活動情報等の発信に積極的にご活用ください。 

（※参加希望の場合は、関係書類チェックリスト(２５ページ)の下部「希望する」に✔してください。） 
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８ 相談・申請窓口  
 事業実施地域が京都市域の場合は京都府文化生活総務課、それ以外の場合は各市役所・町村役場が申請

手続の窓口となります。 

 また、複数の市町村域で事業を実施する場合で、単独の広域振興局管内の場合は当該地域の広域振興局

（例：宇治市と城陽市で事業実施する場合→山城広域振興局）が、複数の広域振興局に及ぶ場合（例：向

日市と亀岡市）は、主たる事業実施地域を所管する広域振興局又は文化生活総務課が申請窓口です。 

 

※令和５年４月１日以降は、名称等が変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。 

市町村の窓口（申請窓口） 

 
 府の窓口 

（相談、問合せ等） 

京
都
・乙
訓 

京 都 市 → 京都府 文化生活総務課    

京都府 文化生活総務課 
〒602-8570 

京都市上京区下立売通新町西入 

薮ノ内町 

℡075-414-4453 

FAX075-414-4230 

 

向 日 市 広聴協働課 
〒617-8665 向日市寺戸町中野 20  

℡075-874-1409 FAX075-922-6587  

長 岡 京 市 自治・共助振興室 
〒617-8501 長岡京市開田 1-1-1  

℡075-955-3164 FAX075-951-5410  

大 山 崎 町 企画財政課 
〒618-8501 大山崎町字円明寺小字夏目 3  

℡075-956-2101 FAX075-957-1101   

山 
 

城 

宇 治 市 市民協働推進課 
〒611-8501 宇治市宇治琵琶 33    

山城広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携

推進課 
〒611-0021 

宇治市宇治若森 7-6 

℡0774-21-2049  

FAX0774-22-8865 

℡0774-20-8721 FAX0774-20-8778  

城 陽 市 市民活動支援課 
〒610-0195 城陽市寺田東ノ口 16・17  

℡0774-56-4001 FAX0774-56-3999  

八 幡 市 市民協働推進課 
〒614-8501 八幡市八幡園内 75  

℡075-983-5749 FAX075-983-3593  

京 田 辺 市 市民参画課 
〒610-0393 京田辺市田辺 80  

℡0774-64-1314 FAX0774-64-1305  

木 津 川 市 学研企画課 
〒619-0286 木津川市木津南垣外 110-9  

℡0774-75-1201 FAX0774-75-2701  

久 御 山 町 企画財政課 
〒613-8585 久御山町島田ミスノ 38  

℡075-631-9992 FAX075-632-1899  

井 手 町 企画財政課 
〒610-0302 井手町大字井手小字南玉水 67  

℡0774-82-6162 FAX0774-82-5055  

宇治田原町 企画財政課 
〒610-0289 宇治田原町大字立川小字坂口 18-１  

℡0774-88-6632 FAX0774-88-3231  

笠 置 町 総務財政課 
〒619-1303 笠置町大字笠置小字西通 90-1  

℡0743-95-2301 FAX0743-95-2961  

和 束 町 地域力推進課 
〒619-1295 和束町大字釜塚小字生水 14-2  

℡0774-78-3002 FAX0774-78-2799  

精 華 町 自治振興課 
〒619-0285 精華町大字南稲八妻小字北尻 70  

℡0774-95-1934 FAX0774-93-2233  

南 山 城 村 企画政策課 
〒619-1411 南山城村大字北大河原小字久保 14-１  

℡0743-93-0107 FAX0743-93-0444   

南 
 

丹 

亀 岡 市 市民力推進課 
〒621-8501 亀岡市安町野々神 8  南丹広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携

推進課 
〒621-0851 

亀岡市荒塚町 1-4-1 

℡0771-24-8430    

FAX0771-24-4683 

℡0771-25-5002 FAX0771-22-6372  

南 丹 市 地域振興課 
〒622-8651 南丹市園部町小桜町 47  

℡0771-68-0019 FAX0771-63-0653  

京 丹 波 町 企画情報課 
〒622-0292 京丹波町蒲生蒲生野 487 番地 1  

℡0771-82-3801 FAX0771-82-2700  

中 
 

丹 

福 知 山 市 まちづくり推進課 
〒620-8501 福知山市字内記 13-1   中丹広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携

推進課 
〒625-0036  

舞鶴市字浜 2020 

℡0773-62-2031  

FAX0773-63-8495 

℡0773-24-9174 FAX0773-23-6537  

舞 鶴 市 地域づくり支援課 
〒625-8555 舞鶴市字北吸 1044  

℡0773-66-1073 FAX0773-62-9891  

綾 部 市 市民協働課 
〒623-8501 綾部市若竹町 8-1  

℡0773-42-4248 FAX0773-42-4406   

丹 
 

後 

宮 津 市 企画課 
〒626-8501 宮津市字柳縄手 345-1  丹後広域振興局 

地域連携・振興部 企画・連携

推進課 
〒627-8570 
京丹後市峰山町丹波 855 

℡0772-62-4300  

FAX0772-62-5894  

℡0772-45-1607 FAX0772-25-1691  

京 丹 後 市 
地域コミュニ

ティ推進課 

〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷 889  

℡0772-69-1050 FAX0772-69-6716  

伊 根 町 企画観光課 
〒626-0493 伊根町字日出 651  

℡0772-32-0502 FAX0772-32-1333  

与 謝 野 町 企画財政課 
〒629-2292 与謝野町字岩滝 1798-1  

℡0772-43-9015 FAX0772-46-2851  


